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対策について  

（出典）医師・歯科医師・薬剤師調査  

ギリミ／ヤ※1  
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※1 2006  ※2 2004  
注1 単純平均とは、各国の人口当たり医師数の合計を国数で割った数のこと。  
注2 加王平均とは、全医師数を全人口で割った数のこと。  
注3 一部の国では、臨床医数ではなく総医師数を用いている。  
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医療施設数の推移  種類別病院病床数の推移  
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（凡例）人口10万人当たり医師数  

■240以上  

亡l220以上240未満  

団200以上220未満  

国180以上200未満  

■180未満  

（出典）医師・歯科医師・薬剤師調査  
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■1腑■  ニ次鑑■■  人口10万人当たり  ■加■  ニ次良和  人口10万人当たり  
い「l‾  ニ次匿細  人tコ10万人当たり  

従】■匿■触（■内）   徒事匿Il数（■内）   従■堰欄噌（場内）   
札内での差   

北汁1  上川中部   〕1：！2   
3－5億  石川几  石jll中央   〕2臥8   2，6倍  ll山1  県南東部   3243   

898  124．7  151．2   

2．1倍  

高梁・新見  
2852   2．9倍  事l井1  福舞・振舞   

315－5   2－7侶  広島膿  呉   291．8   

■■■  ■● －  985  115．8  
185．5   16億  

岩手1  盛岡   
2885   2．5侶  山絨  中北   269，8   2．6倍  山口≠  宇部・小野田   3861   

1144  105．6  萩   167．9   2．3億  

書棚  仙台   
270，5   2．7偽  且野■  松本   3〕9．0   ヱ．9倍  離島≠  東部Ⅰ   35〕．4   

号米   99．9  115．5  
1647   21侶  

桝田■  秋巴周辺   290．3   2．5倍  賎■】■  岐阜   2：‡9．1   1．7倍  替川膿  ■七   〕19l   

1168  137．7  
148．1   22侶  

山形■  村山   262－5   1．9侶  】■l11  西部   
2：17．9   1．9倍  書1■且  松山   309，2   

136．2  122．7  
156．0   20倍  

斗轟■  l■北   256．7   2．5倍  t知j■  馬弓良寛部   353．7   4．7倍  高知且  中央   〕25．6   

104．3  75．5  
149．1   22侶  

352．8   4．0侶  三11■   中州   252．9  1．7侶  j▼  久留米   422．4   

繁仙  つくば  89－1  稟曇己州  150．4  138．5   

〕．1倍  

義未■  l■雨   
399．8   

3．2億  滋1■  大津   341．8   27倍  佐★丑  中部   337．6   

126．5  125．0  西部   154．8   

2．2僧  

欝■■  前1●   〕8‘l．3   2．8倍  京♯府  東都・乙訓   396．3   3．2億  長■丑  長崎   368．1   

135．9  山域雨   124．3  126．9   

29倍  

嶋玉■  西部鞭二   
271－2   2．7倍  大阪府  中河内   344．6   2，0倍  熊本与  熊本   

394．5   

利亜   102．1  173．5  
115．1   34億  

ヨ】6一っ   3．4侶  兵■】■  神戸   ヱ94．6   20倍  大分A  中部   2931   

千暮■  安房  98．9  145．4  146．8   

2．0侶  

★貴●  区中央か   
1305．2   10．1侶  嚢」■■  東和   248．8   1．5侶  暮■■  吉崎東諸県   319．8   

■しよ   128．7  161．0  西葛l児瀾   
122．2   2．6侶  

■★川▲  I■浜雨謬   ヱ47．0   
1．9侶  和■山】■  和歌山   357．1   2．31嘗  三こ ・  鹿児島   335，7   

133．3  1S4．9  
108．2   31僧  

榊■  斬欄   246．0   2．0侶  ■u  西部   
389．4   2．0侶  沖■1  南部   274．4   

121．6  199．1  
164．4   1．7侶  

暮山1■  暮山   
295．6   1．6侶  ▲】■」■  出墓   427．2   3．4借  「平成20年医師・歯科医師・薬剤師調査」（厚生男働省） 
189．8  1之6．1   「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数（平成21年  

3月31日現在）」（総務省）より作成  

硝嶋㈲総 数  

■一内科（含む腎臓・糖尿病・血液）  

′「か・・小児科  

一→←精神科  

「■一外科（含む消化器・乳腺）  

打撃形外科  

か一産婦人科  

冊針眼科   

◆耳鼻いんこう科  

－●一皮膚科  

－ ◆麻酔科  

平成10年  12  14  16  18  20  

（■98）  （2000）  （’02）   （■04）  ぐ06）   （■08）  （出典）医師・歯科医師・薬剤師調査  
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大学医学部（いわゆる医局）の医師派遣機能の低下  

・大学病院に在籍する臨床研修医の割合 72．5％（平成15年度）→46．8％（平成21年度）  

○ 夜間・休日における患者の集中  

○ 小児科医・産科医等の広く薄い配置による厳しい勤務環境   

・病院と診療所の勤務医師数は共に増加しているが、病院勤務医師の割合は減少  

平成10年から平成18年にかけての医師数の増加率 診療所13．6％＞病院9．9％  

・病院常勤医師の平均勤務時間は週63．3時間（含む休憩時間、自己研修・研究等に充てた時間）  

女性医師の増加  

○ 出産・育児による離職の増加   

・国家試験合格者に占める女性の割合が約3分の1となるなど、若年層における女性医師の顕著な増加   

・特に産科・小児科では20代医師のうちそれぞれ69％、49％が女性医師   

・女性医師にもいわゆるM字カーブが存在（30代半ばでは約4人に1人が離職）  

医療にかかる御念  

・医事関係訴訟新受件数（第1審）（民事）は増加傾向 575件（平成8年）→877件（平成20年）  

※  研修医数については、各年度、国家試験合格発表後の厚生労働省医政局調べ  

－118－   



病院常勤医師の平均勤務時間  診療所常勤医師の平均勤務時間  国男性  

■女性  
時間  

70  

60  

50  

ヰ0  

30  

20  

10  

0  

由性  

l女性  

二‡≡：二 二±≡二二 二二王；ニ ミニ≡「亡二子二 ‾二子「  

4宰・340・72g・7  23・2  38・7  31・4  

（出典）「白木の医師需給の実言正的調査研究」  

全体   軽症   中等症   重症   

藤平成10  354．1   178．3   125．9   49．8   

■平成20  467．9   237．8   175．8   53．7   1  超  ＊  蚕  線  ∞  き  悩  乱  鮪  

㈲1苧度量墜鼠雛衰悪深場浮雲蔓；堰違．鳩茫・㍍藩甘吋畑経絡紘 

‡冬草ともミ触らi摘まで璃酢ナ息る 

r平成21年救急・救助の現況」（総務省消防庁）  
「救急・救助の現況」（総務省消防庁）のデータを基に分析したもの  

」   －119－  



㌔㌔㈱甜㈱  榔  

暮女性 口男性  

（出典）医師・歯科医師・薬剤師調査   （出典）文部科学省「学校基本調査」  
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才 
チ㌔蝶蝶モモ㌔チこ・†七丁㌔キュ  デモ・手モモモモモ㌔ヰこ・千て二㌔キ1  

（出典）平成18年 医師・歯科医師・薬剤師調査  

平成9年10年 11年 12年 13年 14年 15年 16年 17年 18年 19年 20年  

日医療事故届出等の年別立件送致・送付数  

警察庁刑事局捜査第一課資料  

（平成20年3月10日現在）より   

※1「医療事故関係届出等」とは、警察において捜査を開始した件数を指す。  
※2 「年別立件送致・送付致」とは、平成9年以降、届出等の年にかかわらす、その年に  

立件送致・送付した件数を示す。   
なお、この件数は、平成9年以降に把握したものに対する数を示しており、平成8年以  
前に把握したものに対する数は計上されていない。  

－121－  



平成9年10年 11年 12年 13年 14年 15年 16年 17年 18年 19年 20年  
田医事関係訴訟事件新受件数一策1審）  

〔。平成1締までの数値は、各裁判所からの報告に基づくものであり、概数である〕  
（注 数値は最高裁判所ウェブサイトより）  

診療科日  

注）1既済件数については、最高裁判所ウェブサイトによる（概数）。複数科目に該当する場合は、そのうちの主要な一科目に計上している。  
2 各科の医師数については、平成20年医師・歯科医師・薬剤師調査における医療施設に従事する医師の主たる診療科に基づさ、以下のように貸出している。  

・内科については、内科、呼吸器内科、消化器内科（胃腸内科）、循環器内科∴腎臓内科、糖尿病内科（代謝内科）、血液内科、感染症内科の医師数を合計  
・精神科（神経科）については、精神科、神経科の医師数を合計  
・外科については、外科、脳神経外科、呼畷器外科、心臓血管外科（循環器外科含む）、小児外科、月工門外科、気管食道外科、リハビリテーション科、乳腺外科、消化器外科  

（胃腸外科）の医師数を合計  
・整形・形成外科については、整形外科、形成外科、美容外科の医師数を合計  
・歯科については、歯科、口腔外科の歯科医師致を合計  

3 医師1．000人当たりの既済件数は、医師数に基づいて、厚生男働省において算出したものである。  

－122－  
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8′8童6人  

【350人i喜ヨ  

（コr〕H）宣捜予定’†  

8，280人  

（1981～1984年）  8′486人  
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（2009年）  
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無医大県解消構想  

2，000十「－〉T一丁7冊－「【  
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¢公的な仕組みによる医師派遣の推進  
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塾呈  

チーム医療を推進するため、厚生労働大臣の下に有識者で構成される検討会   
を開催し、日本の実情に即した医師と看護師等との協働・連携のあり方等につ   
いて検討を行う。（平成21年度末までに具体策を取りまとめる予定）  

○座長   

政策研究大学院教授  

自治医大麻酔科宇・集中治療医学講座  

教授  

亀田総合病院看護部長  

東京大学大学院医学研究科教授  

全巳本病院協会会長  

日本医師会常任理事  

日本歯科医師会副会長  

日本薬剤師会副会長  

東京大学大学院法学政治学研究科教授  

ケアーズ自十字訪問着護ステーション所長   

昭和大学医学部救急医宇講座教撰  

集京医科歯科大学大学院教授   

NPO法人がんと共に生きる会副理事長  

国際医療福祉大学大学院教授  

医療法人アスムス理事長   

日本助産師会会長   

日本赤十字看護大字教授   

日本看護協会副会長   

国立病院機欄九州医療センター名蕾院長  元
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く〉地域でお産を支えている産科医の手当等への財政支援  

ぢ〉院内保育や子育て相談を充実  
（参考）院内保育を実施している病院数：約2．800か所  

¢助産師が地域で「院内肋産所」や「助産師外来」を開設することを支援  

¢甲産二軍写竺≦吏2撃聾している女性医師の復職支援のための都道府県の受  

付・窓口の設置等を支援  
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通常の妊女辰・分娩   

脳性麻痺となった場合  
制度の目的   

分娩に係る医療事故により脳性麻痔となった子及び  

その家族の経済的負担を速やかに補償するとともに、  

事故原因の分析を行い、将来の同種事故の防止に資する情報  

を提供することなどにより、紛争の防止・早期角牢決及び産科  

医療の質の向上を図る。  

l  

l  

l  

l  

l  

l  

l  

l  

l  

：医療機関に  

；過失あり  

医療機関に  
過失なし  

補償対象  （※ 対象者推計数：年間概ね500～800人）  

通常の妊娠分娩にもかかわらず脳性麻痔となった場合  

・補償金韻  3′000万円  
一分娩当たり 30′000円  

医師賠償責任保険等  
による補償  

原因分析  
無過失補償制度  
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原因分析委員会において、事故原因を医学的に分析  
し、その結果を当事者にフィードバックする。  
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平成22年度予算案の概要  

（平成21年12月）  

平成 2 2 年度予算案 1．943億3千6百万円  

平成21年度当初予算額 2，132億6千1百万円  

差 引 増 ▲ 減 額   ▲189億2千5百万円  

対  前  年  度  比  91．1％  

（注）上記計数には、「厚生労働科学研究費補助金134億5千3百万円」等は含まない。  

厚生労働省医政局  
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主事施策  

1．救急医療・周産期医療の体制整備  
23．826百万円（23，438百万円）  

急、周産期等の医療提供体制を再建し、国民の不安を軽減する  

（1）周産期医療体制の充実・強化  8．692百万円  

① 周産期母子医療センター等の充実・強化  5，835百万円  

不足しているNICU（新生児集中治療室）等の確保など、地域において安心して産み   

育てることのできる医療の確保を図るため、総合周産期母子医療センター及びそれを支え   

る地域周産期母子医療センターのMFICU（母体・胎児集中治療室）、NICU等に対   

する財政支援を行う。また、新生児医療を担当する医師を確保するため、当該医師の手当   

に対する財政支援を行う。  
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② NICU等に長期入院している小児の在宅への移行促進（新規）  113百万円  

NICU等に長期入院している小児が在宅に移行するためのトレーニング等を行う「地域療育支   

援施設（仮称）」を設置する病院や、在宅に戻った小児をいつでも一時的に受け入れる病院に対   

する財政支援を行う。  

（2）救急医療体制の充実  15，234百万円  

① 三次救急医療体制の充実  5，583百万円   

重篤な救急患者を24時間体制で受け入れる救命救急センターに対する財政支援を行う。  
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② 二次救急医療体制の充実（新規）  680百万円   

救急患者の円滑な受入れが行われるよう、受入困難患者の受入れを確実に行う医療機関   

の空床確保に対する財政支援、診療所医師が二次救急医療機関等で休日・夜間に診療支援   

を行う場合に当該医療機関に対する財政支援を行う。  

③ 救急患者の転院・転床の促進（新規）  61百万円   

急性期を脱した救急患者の円滑な転院・転床を促進し、救急医療用病床を有効に活用するた   

め、施設内・施設間の連携を担当する専任者の配置に対する財政支援を行う。  
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④ ドクターヘリ導入促進事業の充実  2，757百万円   

ドクターヘリ（医師が同乗する救急医療用ヘリコプター）に対する補助事業について、補助基準   

額の引上げを行い、ドクターヘリの安定的な運航の確保を図る。  

⑤ 重篤な小児救急患者に対する医療の充実（新規）  309百万円   

超急性期にある小児の救命救急医療を担う「小児救命救急センター（仮称）」の運営に   

対する支援や、その後の急性期にある小児への集中的・専門的医療を行う小児集中治療室   

の整備等に対する財政支援を行う。  

3）災害医療体制の充実  75百万円   

災害派遣医療チーム（DMAT）の活動の円滑化？ためにDMAT事務局を設置し、運営を支援  

するなど災害医療体制の充実を図る。  

2．医師確保・医療人材確保対策等の推進  

36．997百万円（47，115百万円）  

医師の診療科偏在、地域偏在の是正を図りつつ、勤務医等の勤務状況の改善  

や離聴防止・復聴支援を進めるなど、医師等人材確保対策の推進を図る。  

（1）医師の診療科偏在・地域偏在対策  8，016百万円   

勤務環境が過酷で確保が困難な診療科の医師を確保するため、休日・夜間の救急、分娩、  

新生児医療を担う勤務医等への手当に対する財政支援を行う。   

また、臨床研修修了後の専門的な研修において、産科等の診療科を選択する医師の処遇  

改善を行う医療機関に対する財政支援を行う。   

医師不足地域の臨床研修病院において研修医が研修の一環で宿日直等を行う場合に当  

該医療機関に対する財政支援を行う。  
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（2）女性医師等の離職防止・復職支援  2．501百万円   

出産や育児等により離職している女性医師の復職支援のため、都道府県に受付・相談窓  

口を設置し、研修受け入れ医療機関の紹介や復職後の勤務態様に応じた研修を実施する。   

また、病院内保育所の運営等に対する財政支援について、受入児童の対象年齢を小学校  

低学年の子どもに拡充する。  

（3）看護職鼻の資質の向上及び確保策の推進  10，265百万円  

① 新人看護職員研修の着実な推進（新規）  1，690百万円   

看護の質の向上や安全な医療の確保、早期離職防止の観点から、新人看護職員の資質の   

向上を図るため、保健師助産師看護師法等の改正（平成22年4月施行）を踏まえ、新人   

看護職員が臨床研修を受けられる体制の構築に対する財政支援を行う。  
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② 看護職長の離職の防止・復職支援の充実強化  2，297百万円   

看護職員の離職の防止や復職の促進を図るため、医療機関における短時間正規雇用など   

多様な勤務形態の導入に対する支援や、病院内保育所の運営等に対する財政支援の拡充な   

どを行う。  
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③ 認定看護師育成のための支援  184百万円   

勤務医の業務負担を軽減し、安心で質の高い医療提供体制の充実を図るため、チーム医   

療の下、医療従事者の役割分担が推進できるよう、高度な技術を有する認定看護師の養成   

に対する財政支援の拡充を行う。  

（4）補償制度・医療事故における死因究明  368百万円   

医療の安心・納得・安全を確保するため、医療事故における死亡の原因究明・再発防止  

のための仕組みの検討を行う。また、産科医療補償制度の円滑な運用を進める。  

（5）医師・歯科医師の臨床研修  19，061百万円   

医師・歯科医師の臨床研修の実施に必要な経費に対する補助を行うことにより、基本的  

な診療能力の修得、全人的かつ患者の期待に応える医療の実現等を図る。  
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3．地域で支える医療の推進  

18，033百万円（21，386百万円）  

人々が地域で安心して生活できるよう、地域の医療連携体制の  化を図る  

○地域医療再生基金  

平成21年度1次補正予算（2，350億円）において都道府県に対する交付金により基金   

を創設し、地域の医療課題の解決に向けて都道府県が策定する「地域医療再生計画」に   

基づく医療機能の強化、医師等の確保等の取組を支援する。（平成25年度まで）  

（1）医療計画の充実  19百万円   

平成25年度から開始する次期医療計画の作成に向けて、検討会を開催し、医療計画の制  

度のあり方等について検討する。（新規）  

（2）医療分野の情報化の推進  1．093百万円   

電子カルテ導入等の医療分野の情報化の推進や遠隔医療の設備整備に対する支援を行  

い、地域医療の充実を図る。  

（3）歯科保健医療の充実・強化  1．059百万円   

生涯を通じて歯の健康の保持を推進するため、寝たきりの高齢者や障害者等に対する在  

宅歯科医療について、地域における医科・介護等との連携体制の構築、人材の確保、在宅  

歯科医療機器の整備等を支援し、その一層の充実・強化を図る。   

また、8020運動について成人の歯科疾患予防や検診の充実を行うなど、生涯を通じ  

た歯の健康の保持をさらに推進する。  

（4）へき地などの保健医療対策の充実  2，213百万円   

へき地診療所への医師派遣の調整などを行う「へき地医療支援機構」の充実を図るほか、  

へき地医療を支える地域医療拠点病院等に対する財政支援を行う。  
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4．医薬品・医療機器の開発促進  

21．455百万円（23．941百万円）  

≡○未承認薬等開発支援対策   

平成21年度1次補正予算（100億円）により創設した「未承認薬・新型インフルエン  

ザ等対策基金」を活用し、がんや小児などの疾患重点分野において、海外では承認され  

ているが国内では未承認の医薬品など、製薬企業の自発的な開発に任せていては開発が  

進まない医薬品等の治験実施費用等を支援することにより開発を促進する。（平成23年  

度まで）  

（1）医薬品・医療機器に関する研究費の重点化・拡充  19．930百万円   

革新的医薬品・医療機器の臨床研究・実用化を促進するために、再生医療、次世代ワク  

チン、ナノメディシン、活動領域拡張、希少疾病への研究費の重点化等を行う。  

（2）グロー／くル臨床研究拠点等の整備の拡充  599百万円   

医薬品開発の迅速化を図り、ドラッグラグの解消に資するため、外国の研究機関との国  

際共同治験・臨床研究を実施する拠点の体制整備を行うとともに、国内における未承認薬  

等の開発を推進するための治験支援拠点等の体制整備を行う。  

（3）治験・臨床研究登録情報の提供体制の強化  82百万円   

治験・臨床研究に関する情報を集積する世界的な取組に対応するため、日本における治  

験・臨床研究情報を横断的に検索することができるポータルサイトをより使いやすく改良  

するとともに、WHOなど海外への情報発信を行う。（新規）  

（4）後発医薬品の使用促進  138百万円   

後発医薬品に関する理解を向上させるため、各都道府県に設置した協議会において、実  

情に応じた具体的な事業を検討・実施し、先進事例に関する調査研究を行うとともに、使  

用促進に向けた環境整備を継続する。  
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5．その他  

1）（独）国立高度専門医療研究センター及び（独）国立病院機構における政策医療等の   

実施  85，957百万円   

全国的な政策医療ネットワークを活用し、．がん、循環器病等に関する高度先駆的医療、  

臨床研究、教育研修及び情報発信を推進する。  

（2）国立ハンセン病療養所の充実  35，612百万円   

居住者棟の更新築整備を推進するとともに、リハビリ体制を強化するなど、入所者に対  

する医療及び生活環境の充実を図る。  

（3）経済連携協定に基づく外国人看護師一介護福祉士の円滑かつ適正な受入（看護師）  

420百万円   

経済連携協定に基づき入国した外国人看護師候補者への支援を充実強化するため、新た  

に、看護専門分野を中心とした日本語習得のための自己学習を可能とするeラーニング学  

習システムを導入するとともに、日本語及び看護分野の専門家による個別指導や定期的な  

集合研修の実施や巡回訪問により研修指導者等へ学習方法の指導を行う。   

加えて、受入施設の研修指導者経費等や、候補者の日本語学校等への修学費用などの財政  

的な支援を行う。  
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3．平成22年度の主な税制改正について  

平成22年麿税制改正の概要  

（区政局抜粋）  

平成21年12月  

厚生労働省  
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■番号の前に※印を付してある項目は他省庁との共同要望の項目である。  

地域医療の再生に向けて   

① 周産期医療の連携休制を担う医療機関が取得する施設に係る特例措置の延  

長〔不動産取得税〕  

周産期医療の連携体制を担う医療機関が周産期医療の用に供する不動産  

（分べん室、陣痛室、新生児室等）を取得した場合に、当該不動産の価格  

の2分の1を課税標準から控除する不動産取得税の特例措置について、適  

用期限を6年延長の上、廃止することとされた。  
※控除される割合は段階的に縮減される（新サンセット方式）。  

平成22年4月1日から平成25年3月31日までに取得：2分の1  

平成25年4月1日から平成27年3月31日までに取得：3分の1  
平成27年4月1日から平成28年3月31日までに取得：6分の1   

※② 中小企業投資促進税制の適用期限の延長〔所得税、法人税、法人住民税〕  

医業、医薬品・医療機器産業、生活衛生関係営業等を行う中小企業者等  

が、一定規模以上の機械装置、普通貨物自動車等を取得した場合に、その  

取得価額の7％の税額控除又は30％の特別償却を認める特例措置（中小  

企業投資促進税制）について、適用期限を2年間延長することとされた。   

※③ 病院等が取得した地震防災対策用資産に係る特例措置の延長〔薗定資産税〕  

病院等が取得した地震防災対策用資産について、当該資産に係る固定資  

産税の課税標準を3年間に限り3分の2に軽減する特例措置について、適  

用期限を4年間延長の上、廃止することとされた。  

④ 社会保険診療報酬に係る非課税措置の存続〔事業税〕  

社会保険診療報酬に係る事業税の非課税措置については、来年1年間真  
筆に議論し、結論を得ることとされた。  

⑤ 医療法人の社会保険診療報酬以外部分に係る軽減措置の存続〔事業税〕  

医療法人の社会保険診療報酬以外部分に係る事業税の軽減措置について  

は、来年1年間真筆に議論し、結論を得るこ ととされた。   

※⑥ 特定外国子会社等に係る所得の課税の特例（タックスヘイブン税制）〔法人  

税、法人住民税、事業税〕  

タックスヘイブン税制について、資産性所得に係る租税回避行為防止措  

置を講じた上で、適用除外基準の見直しやトリガー税率の引下げ等の措置  

を講ずることとされた。   

※⑦ 国外関連者との取引に係る課税の特例（移転価格税制）〔法人税、法人住民  

税、事業税〕  

移転価格税制について、価格算定に当たり考慮すべき事項等を運用上明  

確化することとされた。  

一2－  
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2 健康で暮らせる社会の実現に向けて  

※① 試験研究費の額が増加した場合等の法人税額の特別控除の延長〔所得税、法人税〕  

医薬品・医療機器企業等の試験研究を活性化するため、試験研究費の一  

定割合を税額控除する制度について、適用期限を2年間延長することとさ  

れた。   

※② 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例措置の延長〔所得税、  

法人税、法人住民税、事業税〕  

中小企業者等が、事業の用に供する償却資産で、取得価額が10万円以  
上30万円未満であるもの（少額減価償却資産）を取得した場合に、その  

取得価額を損金の額に算入する特例措置について、適用期限を2年間延長  
することとされた。  
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各種施策の推進  

※① 試験研究等を日的とする独立行政法人への寄附金に係る指定寄附金制度の  
創設〔所得税、法人税、法人住民税、事業税〕  

試験研究等を目的とする独立行政法人への寄附金を、全額損金算入でき  

る指定寄附金に指定する制度の創設については、税制調査会に設置される  

市民公益税制プロジェクト・チームにおいて、独立行政法人改革との関係  

を整理した上で、特定公益増進法人に対する寄附金から指定寄附金とする  

場合の効果等について検討することとされた。  
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4．医療安全対策の取組について   

厚生労働省においては、平成14年4月に医療安全対策検討会議において取  

りまとめた「医療安全推進総合対策」及び平成15年12月の「厚生労働大臣  

医療事故対策緊急アピール」に基づき、各般の取組みを進めてきたところ。   

さらに、平成17年6月に医療安全対策検討会議において、これまでの「医  

療安全推進総合対策」に基づく対策の強化と新たな課題への対応について、「今  

後の医療安全対策について」がとりまとめられ、この報告書に基づき、各般の  

取組の充実強化を図るとともに、平成18年の医療法改正においては、医療安  

全支援センターの制度化や全ての医療機関に対し医療安全の確保を義務付ける  

など、総合的な取組を進めているところである。   

各都道府県等におかれては、「医療安全支援センター」の円滑な運営及び二  

次医療圏における体制整備を引き続き推進し、その充実強化を図るとともに、  

管下医療機関における適切な医療安全の確保について、立入検査等を通じて適  

切に指導するなど、積極的な取組をお願いしたい。   

医療安全支援センターについては、平成16年5月に全ての都道府県での  

設置を完了し、現在、保健所設置市区及び二次医療圏での重層的な設置を推  

進している。   

なお、本センター設置に係る経費については、医療に関する相談は地域住  

民に身近な事業であること、地方自治体における主体的・自主的な取組みを  

推進する必要があることなどから、本センターに係る人件費、基本運営費、  

協議会の設置・運営、各種研修の実施、相談事例の収集・情報提供等に係る  

経費について、平成15年度より地方財政措置を講じている。   

また、平成18年の医療法改正においては、本センターを法律上に位置づ  

け、その機能の充実強化を図ったところである。   

厚生労働省においては、各都道府県等における本センターの設置・運営が  

円滑に進められるよう、相談職員等に対する研修、相談事例等の収集・分析  

・情報提供などの総合的な支援として、「医療安全支援センター総合支援事  

業」を引き続き実施することとしている。  

（参考1）医療安全支援センター体制図   

医療機関における組織的な医療安全の確保を図るため、平成18年の医療  

法改正により、平成19年4月から全ての医療機関に対して、安全に関する  

職員の研修の実施など医療安全の確保を義務付け、その充実強化を図ったと  

ころである。   

各都道府県等におかれては、医療機関への立入検査等を通じて、管下医療  

機関における医療事故防止対策の取組強化が図られるよう適切な指導をお願  

いしたい。  
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現在、医療事故等の事例に関しては、特定機能病院や大学病院等に対して  

日本医療機能評価機構への報告を義務付け、同機構において収集・分析し、  

分析結果を提供する事業を行っているところである。   

さらに、平成18年12月より、同機構において収集された事例のうち、  

特に注意が必要な事項について、「医療安全情報」として医療機関等に月1  

回程度発信しているところである。   

これらの情報を各医療機関等が活用し、効果的な取組みがなされるよう、  

各都道府県等におかれても、引き続き管下医療機関等への周知をお願いした  

い。  

（参考2）医療安全情報   

厚生労働大臣提唱の「患者の安三三を守るための共同行動」（P SA：Patient  

SafetyAction）のL什一環として、当該週間を中心に、医療安全に関するワークシ  

ョップ、シンポジウム等を開催することとしている。   

各都道府県等におかれても、引き続き、当該潤間に合わせて様々な事業を  

実施することにより、関係者の意識啓発を図っていただきたい。   

日常診療の中で医師等と患者・家族が十分な対話を重ねることの重要性か  

ら、医療機関における医療従事者と患者側とのコミュニケーションの仲立ち  

をし、十分な話し合いを促進する人材（院内相談員）を養成し、医療紛争の  

防止・早期解決につなげる体制を整備するものである。   

各都道府県におかれては、院内相談員の配置を推進するための積極的な取  

組をお願いしたい。  

（参考3）平成21年度における取組の紹介（群馬県）   

平成21年5月に厚生労働省に設置された「内服薬処方せんの記載方法の  

在り方に関する検討会」において、医療安全の観点から、内服薬処方せんの  

記載方法に係る課題やその標準化等、今後の処方せんの記載方法の在り方に  

っいて、これまで5回にわたり幅広く検討が行われ、今般、報告書が公表さ  

れたところである。   

各都道府県におかれましても、本報告書の内容を確認の上、管下医療機関  

等への周知をお願いしたい。  

O「内服薬処方せんの記載方法の在り方検討会報告書の公表について」（平   

成22年1月29日医政発0129第3号・薬食発0129第5号、厚生労働省   

医政局長・医薬食品局長通知）  
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医療安全支援センター体制図  
蛋  
○ 苦竹・相故への対応（必要に応じて、   

医療機関の管理者及び患者等に助言）  

○ 医療安全の確保に関する必要な  
情報提供  

0 医療機関の管理者、従業員に対   
する医療安全に関する研♯の実施  
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［「スタンバイ」にした人工呼吸器の開始忘れ］  

※この医撥安仝情報は、医療事故情報収集等事業（厚′ヒ労働省補助事業）において収集された事例をもとに、当事業   

の▲環として専門家の意見に基づき、医療事故の発生子働、再発防止二のために作成されたものです。当事業の趣旨   

等の詳細については、当確構ホームページに掲詔されている報告書および年報をご覧くだきい。   

http：／／www．med－Safe．jp／  

塞この情報の作成にあたり、作成時における止確惟については万今を期しておりますが、その内容を将来にわたり保証   

するものではありません。  

ヰこの情報は、医療従事者の裁量を制限したり、医療従事者に義務や責任を課したりするものではありません。  

財団法人日本医療機能評価機構 医療事故防止事業部  
〒10ト0061東京都千代田区≡崎町1－4－17 乗洋ビル  
電語：03－5217－D252（直通）FAX：03－5217－0253（直通）  
http：／／WWW．」Cqhc．orJP／htmI／（ndex．htm   



（参考3）  

【研修目的】   

本県の医療機関において、日常診療の中で医師等と患者・家族が十分な対話を重ねること  

の重要性から、医療機関における医療従事者と患者側とのとのコミュニケーションの仲立ちをし、  

話し合いを促進することで向き合える関係を築くことを支援する人材（院内相談員）の院内への  

配置を促進するため、院内相談員としての能力を養成することを目的とします。   

【研修名称】   

平成21年度 群馬県院内相談員養成研修   

【主催】   

群馬県   

【研修日程（4日間）】   

平成21年11月18日（水）～19日（木）、26日（木）、平成22年2月16日（火）   

【研修対象者】   

群馬県内の病院等に勤務する、看護師、医療ソーシャルワーカー及びケースワーカー等   

実績50医療機関 58名が参加  

平成21年度 院内相談員養成研修事業の内容  

【研修プログラム】  

☆ 第1日目 院内相談員に求められる基礎的知識に関する内容  

（院内相談員の心構え、医療安全、インフォームドコンセント、患者の権利擁護等）  

☆ 第2日目 患者・家族や医療従事者の立場と心情に関するグループディスカッション  

（日常診療における場面、医療事故に遭遇した場面 等）  

☆ 第3日目  院内での調整活動を支えるコミュニケーション能力の向上に関するトレー  

芸≧竺（相談の聞き取り、内容の取り次ぎ、話し合いの場の設定、対話の推進等）  

☆ 第4日目 フォローアップ（グループワーク）  

（3日間の研修を受けて、実務で実践した結果の共有、今後の実践の検討 等）   

【研修講師等】  

○稲葉一人（中京大学法科大学院教授・元大阪地方裁判所判事）  

○豊田郁子（新葛飾病院院内相談員）  

○岡本佐和子（元ジョーンズホプキンス病院院内相談員）  

○種田憲一郎（国立保健医療科学院室長）  

○加部一彦（愛育病院新生児科部長）  

○安井はるみ（神奈川県看護協会医療安全課長）  

○北田淳子（阪南中央病院患者情報室）  

○高山詩穂（自治医科大学大学院t看護師）  

○県内医療機関の医療安全担当者  

○群馬県医療安全相談センター担当者 等  
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5．特定機能病院の承認状況  

（平成22年2月1日現在）  

区分  医   療   機   関   名  所  在  地  審 議 日  承認効力日   

l  国立がんセンター中央病院  東京都中央区築地5丁目1番1号  H 5．8．2  H 5．9．1   

2  国 立 循 環 器 病 セ ン タ ー  大阪府吹田市藤白台5丁目7章1号  H 5．8．2  H 5．9．1   

3  順天堂大学医学部附属順天堂医院  東京都文京区本郷3丁目1番3号  H 5．10．26  H 5．12．1   

4  日 本 医 科 大 学 付 属 病 院  東京都文京区千駄木1丁目1書5号  H 5．10．26  H 5．12．1   

5  日本大学医学部附属板橋病院  東京都板橋区大谷口上町30手1号  H 5．10．26  H 5．12．1   

6  東邦大学医療センター大森病院  東京都大田区大森西6丁目11手1号  H 5．1ト26  H 5」2．1   

7  関西医科大学附属枚方病院  大阪府枚方市新町2丁目 3番1号  H17．12．13  H18． ト 1   

8  久 留 米 大 学 病 院  福岡 県久留 米市旭町 6 7 番地  H 5．11．26  H 5．12．1   

9  北  里  大  学  病  院  神奈川県相模原市北里1丁目15番1号  H 5．11．26  H 5．12．1   

10  聖マリ アンナ医科大学病院  神奈Jtl県川崎市宮前区菅生2丁目16番1号  H 5．11．26  H 5．12．1   

皿  東海大学医学部付属病院  神奈川県伊勢原市下糟屋143番地  H 5．11．26  H 5．12．1   

12  近畿大学医学部附属病院  大阪府大阪狭山市大野乗377番地の2  H 5．12．8  H 6．ト1   

－ り7－  

－143一   



区分  医   療   機   関   名  所  在  地  手 練 日  承認効力日   

13  自 治 医 科 大 学 附 属 病 院  栃木県下野市薬師寺3311草地1  H 5．12．8  H 6． ト 1   

14  長崎大学医学部・歯学部附属病院  長崎県長崎市坂本1丁目 7番1号  H 5．12．8  H 6．1．1   

15  山口大学医学部附属病院  山口県宇部市甫小串1丁目1香1号  H 5．12．8  H 6．1．1   

16  高知大学医学部附属病院  高知県南国市岡豊町小蓮185番地1  H 5．12．8  H 6．1．1   

17  秋田大学医学部附属病院  秋田県秋田市広面字蓮沼4 4番2  H 5．12．8  H 6．l．1   

18  東京慈恵会医科大学附属病院  東京都港区西新橋3丁目19番18号  H 6．ト20  H 6．2．1   

19  大 阪 医科 大 学 附属 病 院  大阪府高槻市大学町 2 香 7 号  H 6．1．20  H 6．2．1   

20  慶 應 義 塾 大 学 病 院  東京都新宿区信濃町 3 5 番地  H 6．1．20  H 6．2．1   

21  福  岡  大  学  病  院  福岡県福岡市城南区七隈7丁目45章1号  H 6．1．20  H 6．2．1   

22  愛 知 医 科 大 学 病 院  愛知l愛知暮長久手町大字岩作手l又21さ地  【6．1．20  H 6．2．1   

23  岩手 医 科 大 学 附属 病 院  岩手県盛岡市内丸19 書1号  H 6．1．20  H 6．2．1   

24  楕 協 医 科 大 学 病 院  栃木県下都賀郡壬生町大字北小林880番地  H 6．2．17  H 6．3．l   

25  埼 玉 医 科 大 学 病 院  埼玉県入間都毛呂山町毛呂本郷38番地  H 6．2．17  H 6．3．1   

26  昭  和  大  学  病  院  東京都品川区旗の台1丁目5番8号  H 6．2．17  H 6．3．1   
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区分  医   療   機   関   名  所  在  地  手 練 日  承認効力日   

27  兵 庫 医 科 大 学 病 院  兵庫県西宮市武庫川町1番1号  H 6．2．17  H 6．3．1   

28  金 沢 医 科 大 学 病 院  石川県河北都内灘町字大学1丁目1番地  H 6．3．17  H 6．4．1   

29  杏林大学医学部付属病院  東京都三鷹市新川6丁目20章2号  H 6．3．17  H 6．4．1   

30  川 崎 医 科 大 学 附 属 病 院  岡 山 県 倉 敷 市松 島 5 7 7 番地  H 6．3．17  H 6．4．1   

31  帝京大学医学部附属病院  東京都板橋区加賀2丁目11番地1号  H 6．3．17  H 6．4．1   

32  産 業 医 科 大 学 病 院  福岡県北九州市八幡西区医生ケ丘1番1号  H 6．3．17  H 6．4．1   

33  藤 田 保 健 衛 生 大 学 病 院  愛知県豊明市沓掛町田楽ケ窪1番地の98  H 6． 4．12  H 6． 5．1   

34  東京医科歯科大学医学部附属病院  東京都文京区湯島1丁目5番45号  H 6．6．15  H 6．7．1   

35  千葉大学医学部附属病院  千葉県千葉市中央区亥井1丁目8番1号  H 6．6．15  H 6．7．1   

36  信州大学医学部附属病院  長野県松本市旭 3 丁 目1寄1号  H 6．6．15  H 6．7．1   

37  富 山 大 学 附 属 病 院  富山県富山市杉谷 2 6 3 0番地  H 6．6．15  H 6．7．1   

38  神戸大学医学部附属病院  兵庫県神戸市中央区楠町7丁目5番2号  H 6．6．15  H 6．7．1   

39  香川大学医学部附属病院  香川県木田都三木町大字池戸1750－1  H 6．6．15  H 6．丁．1   

40  徳  島  大  学  病  院  徳島県徳島市蔵本町2丁目50－1  H 6．7．20  H 6．8．1   
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区分  医   療   機   関   名  所  在  地  手 芸暮 日  承認効力日   

41  弘前大学医学部附属病院  青・森 県 弘 前 市 本 町 5 岳 番 地  H 6．7．20  H 6．8．1   

42  東  北  大  学  病  院  宮城県仙台市書葉区星陵町1香1号  H 6．了．20  H 6．8．1   

43  国立大学法人岐阜大学医学部附属病院  岐 阜 県 岐 阜 市 棚 戸 1 寄 1  H16．5．t7  ‖16．5．20   

44  広  島  大  学  病  院  広島県広島市南区震1丁目2書3号  H 6．7．20  H 6．8．1   

45  琉球大学医学部附属病院  沖縄県中頭郡西原町字上原207番地  H 6．7．20  H 6．8．1   

46  北 海 道 大 学 病 院  北海道札幌市北区北14条西5丁目  H 6．9．5  H 6．10．1   

47  旭 川 医 科 大 学 病 院  北海道旭川市緑が丘東2集1丁目1番1号  H 6．9．5  H 6．10．1   

48  鳥取大学医学部附属病院  鳥取県米子市西町3 6番地の1  H 6．9．5  H 6．10．1   

49  愛媛大学医学部附属病院  愛 嬢 県 東 温 市 志 津 川  H 6．9．5  H 6．10．1   

50  宮崎大学医学部附属病院  宮崎県宮崎都清武町大字木原5200番地  H 6．9．5  H 6．10．1   

51  鹿 児 島 大 学 病 院  鹿児島県鹿児島市桜ケ丘8丁目35番1号  H 6．．9．5  H 6．10．1   

52  山形大学医学部附属病院  山形県山形市飯田西2丁目2番2号  H 6．10．21  H 6．11．1   

53  三重大学医学部附属病院  三重県津市江戸楕2丁目17 4番地  H 6．10．21  H 6．11．1   

54  大阪大学医学部附属病院  大阪府吹田市山田丘2番15号  H 6．10．21  H 6．11．1   
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区分  医   療   機   関   名  所  在  地  審 議 日  承認効力日   

55  岡  山  大  学  病  院  岡山県岡山市鹿田町2丁目5寄1号  H 6．10．21  H 6．11．1   

56  大分大学医学部附属病院  大分県由布市挟間町医大ケ丘一丁目1番地  H 6．10．21  H 6．11．1   

57  福井大学医学部附属病院  福井県吉田都永平寺町松岡下合月第23号3番  H 6．11．21  H 6．12．1   

58  新潟大学医歯学総合病院  新潟県新潟市旭町道1羊町754番地  H 6．11．21  H 6．12．1   

59  国立大学法人金沢大学附属病院  石川 県金沢市宝町13 番1号  H 6．‖．21  H 6．12．1   

60  熊本大学医学部附属病院  熊本県熊本市本荘1丁目1番1号  H 6．1ト21  H 6．12．1   

61  名古屋大学医学部附属病院  愛知県名古屋市昭和区鶴舞町65番地  H 7． ト26  H 7．2．1   

62  滋賀医科大学医学部附属病院  滋 賀 県 大 津 市 瀬 田 月 輪 町  H 7．1．26  H 7．2．1   

63  京都大学医学部附属病院  京都府京都市左京区聖議院川原町54  H 7．1．26  H 7．2．1   

64  島根大学医学部附属病院  島根 県 出 葺市塩治 町 8 9 の1  H 7．1．26  H T．2．1   

65  山梨大学医学部附属病院  山梨県中央市下河東1110番地  H 7．2．20  ‖ 7．3．1   

66  浜松医科大学医学部附属病院  静岡県浜松市東区半田山1丁目20番1号  H 7．2．20  H 7．3．1   

67  群馬大学医学部附属病院  群馬県前橋市昭和町3丁目39番15号  H 7．2．20  H 7．3．1   

68  佐賀大学医学部附属病院  佐賀県佐賀市鍋島5丁目1番1号  H 7．2．20  H 7．3．1   
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区分  医   療   機   関   名  所  在  地  手 練 日  承認効力日   

69  公立大学法人福島県立医科大学附熱病院  福 島 県 福 島 市 光 が 丘1書 地  H18．3．27  H18．4．1   

70  和歌山県立医科大学附属病院  和歌山県和歌山市紀三井寺811番地1  H18．3．27  H18．4．1   

71  筑 波 大 学 附 属 病 院  茨城県つくば市天久保2丁目1寺地1  H 7．3．15  H 7．4．1   

72  東京大学医学部附属病院  東京蔀文京区本郷7丁目 3書1号  H T．3．15  H 7．4．1   

73  九  州  大  学  病  院  福岡県‡l同市東区馬出3丁目1書1号  H 7．3．15  H 7．4．1   

74  名 古 屋 市 立 大 学 病 院  愛知県名古屋市瑞穂区瑞穂町字川澄1番地  H18．3．27  H18．4．1   

75  公立大学法人奈良県出醐病院  奈良県橿原市四条町 8 4 0番地  H19．1．22  H19．4．1   

76  札 幌 医 科 大 学 附属 病 院  北海道札幌市中央区南1条西16丁目2別事地  H19．l．22  H19．4．1   

77  公立大学法人横浜市立大学附属病院  神奈川県横浜市金沢区福浦3丁目9番地  H17．3．30  H17．4．1   

78  京都府立医科大学附A病院  京専府京書市上京区寓言町i広小路上る梶井町465  H20．3．27  H20．4．1   

79  防 衛 医 科 大 学 校 病 院  埼玉県所沢市並木 3 丁目 2番地  H 9．1．22  H 9．2．1   

80  大阪市立大学医学部附属病院  大阪府大阪市阿倍野区旭町1丁目5章7号  H18．3．27  H18．4．1   

81  地方独立行政法人大阪府立病院機構  

大阪府立成人病センター   

82  東 京 女 子 医 科 大 学病 院  東京都新宿 区河田 町 8 手1号  H19．8．9  H19．9．1   
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区分  医   療   機   関   名  所  在  地  手 書義 日  承認効力日   

83  東 京 医 科 大 学 病 院  東京都新宿区西新宿6丁目7番1号  H2仁 1．19  H21．2．1   
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6．特区制度における病院等開設会社による病院等開設事業について  
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特区において講じられた規制の特例措置のあり方に係る評価意見  

平成21年度（抄）  

平成22年2月4日  

構造改革特別区域推進本部  

評価・調査委鼻会  
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1．はじめに   

評価・調査委員会（以下「当委員会」という。）は、構造改革特区制度を推進する  

ため、規制の特例措置の効果等を評価し、その結果に基づき、構造改革の推進等に必  

要な措置について、構造改革特別区域推進本部長に意見を述べることとされている。   

平成21年度の当委員会としては、まず上半期に未実現提案に係る調査審議を行っ  

て意見（平成21年8月7日付「未実現の提案に係る諮問事項に関する意見」）を取  

りまとめたのに続き、下半期には、本年度に評価時期を迎えた規制の特例措置につい  

て評価を行って、意見を取りまとめた。  

2．平成21年度の評価について  

（1）評価の進め方   

平成21年度の評価の対象となった規制の特例措置について、医療・福祉・労働部  

会、教育部会及び地域活性化部会の各専門部会において、専門的かつ集中的な検討を  

行った。   

具体的には、各部会において、現地調査を含め、認定地方公共団体や実施主体など  

関係者から現場の声を広く聴取し、主に全国展開を行うことの効果について調査を行  

うとともに、規制所管省庁から弊害の発生についての調査結果の報告を受けてヒアリ  

ングを行い、総合的な検討に努めた。   

各部会におけるこれらの検討結果については、各部会の部会長から当委員会に報告  

の上、これを基に意見集約を行い、当委員会としての意見を取りまとめた。  

（2）評価の概要  

【平成21年度評価対象12特例措置】  

①全国展開（一部全国展開を含む）（6特例措置）  

②再度適切な時期に評価（5特例措置）  

③実施の少ない特例措置について、更なる実施の可能性の調査結果を踏まえ、予定   

していた評価を行わない（1特例措置）   

特例措置ごとの評価意見の詳細については別紙のとおりであるが、大別すると以下  

のとおりである。   

「運動毒針こ係る要件の弾力化による大学設置事業（828）」、「空地に係る要件の  

弾力化による大学設置事業（829）」及び「有害鳥獣掃弓削こおける狩猟免許を有しな  

い従事者容認事業（1303）」の3件については、特段の弊害が生じていないと判断さ  

れることから、全国展開すべきとの意見とした。   

また、「公立保育所における給食の外部搬入方式の容認事業（920）」、「指定小  

規模多機能型居宅介護事業所における障害児（者）の受入事業（934）」及び「重量  
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物輸送効率化事業（1205（1214、1221））Jの3件については、特例措置の実施状況  

に照らし、一定の措置を諦ずることが適当であるものも含め、全国展開しても差し  

支えないと認められる部分について、全国展開すべきとの意見とした。   

一方、「外国人研修生受入れによる人材育成促進事業（506）」、「学校設置会社  

による学校設置事業（816）」、「インターネット等のみを用いて授業を行う大学に  

おける校舎等施設に係る要件の弾力化による大学設置事業（832）」、「病院等開設  

会社による病院等開設事業（910）」及び「特別養護老人ホーム等の2階建て準耐火  

建築物設置事業（933）」の5件については、一定の時期を定めた上で再度評価すべ  

きとの意見とした。これらについては、弊害の有無を判断するためのデータの蓄積が  

少ないことなどにより全国展開の是非を決めるのは時期尚早である、全国展開に向け  

て弊害を防ぐ方策の検討や分析が必要である等のそれぞれの事情を踏まえ、規制所管  

省庁や認定地方公共団体に必要な取組を求めているところである。   

なお、捷奏者以外の地域で特区計画の認定実嫌がない「救急隊の編成の基準の特例  

適用の拡大による救急隊編成弾力化事業（413）」については、更なる実施の可能性  

についての調査を行った結果、現状においては、当面の間実施の増加が見込めないこ  

とが判明したため、今年度は予定していた評価を行わず、今後、一定の事例の積み上  

がりを待って評価を行うこととした。  

3．おわりに   

地域主権推進と地域活性化が内閣の重要課題に位置付けられる中、構造改革特区制  

度は、地方公共団体をはじめとした地域の様々な主体の創意や工夫に基づき、地域の  
活性化の起爆剤として、規制のあり方を改革していくよう期待されている。   

このことから、提案主体や認定地方公共団体、実施主体など、現場で取り組んでい  

る方々の声や思いを生かして、その趣旨を実現させることができるよう、規制所管省  

庁におかれては、より精力的に特例措置の創設・拡充及び全国展開に向けた検討を行  

っていただきたい。   

なお、特例措置による事業の適切な実施に当たっては、特区の計画主体でもある地  

方公共団体による的確な状況把握や連携体制・サポートが不可欠となることから、特  

定事業の実施に当たっては、認定地方公共団体におかれても、より一層主体的な取組  

とご協力をお願いしたい。   

最後に、今回の評価においてご協力いただいた認定地方公共団体や実施主体の方々  

を始め、各方面からの多大なるご助力に対し、心からお礼申し上げたい。  
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評価意見  

①  別表1の番号  910   

②  特定事業の名称  病院等開設会社による病院等開設事業   

③  捨置区分   法律   

特区における規 制の特例措置の  
④      式会 

内容   

（9  評価   
その他（内閣官房及び規制所管省庁において本特例措置について周知や情報提供を行  
い、平成23年度に評価を行う。）   

全国展開により発生する障害の有無について現時点で判断することは困難であるため、今  

⑥  ⑤の評価の判断 の理由等      後は本特例措置についての周知や情報提供を一層進め、検証に必要なデータを蓄積し、引    き続き全国農期について検討する必要がある 
。   

規制所管省庁によれば、本特例措置の実施状況に係る弊害の発生に関する調査の結  
果、本特例措置の適用事業者に係る弊害は具体的に把握されなかったものの、現在株式  
会社特区病院は1病院であり、特区において適用された規制の特例措置による弊害がない  
ことによるものなのか、適用事業者の特段の努力等によるものなのか、必ずしも明らかでは  
ないことから、全国展開により発生する群書の有無について判断することはできないとのこ  
とである．  

一方、評価・調査委員会による調査では、本特例措置による効果の発現については、現在  
までのところ診療所経営に注力しているためわからない（地方公共団体）としており、また、  
本特例措置の適用事例が少ないことについては、行える医療行為が非常に限定的なため  

⑦  今後の対応方針                                      診療所鐘営を軌道に乗せるために時間がかかる（地方公共団体）、事業性の実証には新技  
術の場合5年はかかる（適用事業者）との指摘もあった。  

以上より、規制所管省庁においては、本特例措置の実施状況から、本特例措置による葬  
害が把握されるかどうか、規制所管省庁において引き続き調査を行い、検証に必要なデー  
タを蓄積するとともに、上記の地方公共団体等の指摘を踏まえ、全国展開に係る検討を行っ  
た上で、平成23年度に評価を行い、結論を得ることとする。  

なお、内閣官房及び規制所管省庁は、構造改革特別区域基本方針に定められたそれぞ  
れの役割に基づき、連携して、地方公共団体をはじめとする関係者に対し、本特例措置につ  
いて、一層の周知や情報提供に努めること。   

⑧  全国展開の実施 内容  

全国展開の実施  
⑨   時期  
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医改発第0930001号  

平成16年9月30日  

各都道府県知事 殿  

厚生労働省医政局  

構造改革特別区域法の一部を改正する法律において新設された  

医療法等の特例の運用について   

構造改革特別区域法（平成14年法律第189号）の一部を改正する法律（平  

成16年法律第60号。以下「改正法」という。）が本年5月28日に公布され、  

本年10月1日から施行されることとなった。   

改正後の構造改革特別区域法（以下「新特区法」という。）では、第18条に  

おいて医療法等の特例が新設きれることから、これに伴い、「厚生労働省関係構  

造改革特別区域法施行規則及び厚生労働省関係構造改革特別区域法第2粂第3項  

に規定する省令の特例に関する捨置及びその通用を受ける特定事業を定める省令  

の一部を改正する省令」（平成16年厚生労働省令第144号）、「構造改革特別  

区域法第18粂第1項に規定する高度医療の提供を行う病院文は診療所の構造設  

備、その有する人員等に関する基準」（平成16年厚生労働省令弟145号）及  

び「構造改革特別区域法第18条第1項に規定する高度な医療に関する指針」（平  

成16年厚生労働省告示第362号。以下「指針」という。）が本日公布され、  

改正法と同日付けで施行されることとなったところである。   

これらの法令の施行に当たって留意すべき事項及び内容は下記のとおりである  

ので、制度の趣旨等に十分御了知いただくとともに、貴管下保健所設置市、特別  

区、関係団体等にその周知をお廉いする。  

苦己  

1 高度医療の内容を示す厚生労働大臣が定める指針において具体的に掲げる医   

療以外の「その他前各号に掲げる医療に察する医療」に該当する要望があった   

場合の：取扱い  

新特区法第18条第1項で規定する「高度医療」の内容については、厚生労   

働大臣が定める指針に従って地方公共団体が判断し、厚生労働大臣が指針への  
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適合性に照らして同意することとしている。しかし、地方公共団体からの要望  

事項について現時点で全て把握しているわけではなく、また、今後、技術の進  

虚等により新しい高度医療が出現することも予想されるため、当該指針の第6  
号において「その他前各号に掲げる医療に類する医療」と規定したところであ  

る。   

今後、これに該当すると思われる相談があった場合には、速やかに内閣官房  

構造改革特区推進室及び当職あて相談．されたい。  

2 特区において抹式会社が開設する病院又は診療所が行う高度医療につき医療   

保険の適用が認められた場合の取扱い  

高度医療として認められていたものが高度先進医療など医療保険の対象とな   

った場合、当該医療は鱒区法に規定する「高度医療」ではなくなることから、   

株式会社が新たに当該医療に参入することは認められなくなることになる。  
一方、特区において抹式会社が開設する病院・診療所の提供する医療が厚生   

労閏大臣の指針で定める高度医療に該当しなくなったことにより、特区計画が   

取り消されるような場合には、あらかじめ特区法第8粂第2項の規定により厚   
生労働大臣が認定地方公共団俸に対して必要な措置を蕎ずるよう求めることと   

なる。  

このような措置要求にもかかわらず、なお適切な措置が溝じられない場合に   

は、都道府県知事が当該病院・診療所の業務の継続が適当でないと認めるとき   

は、抹式会社が開設する病院・診療所の開設の許可を取り消すことができるこ   

ととしている。  

従って、病院等の開設の許可の取り消しについては、個別の事例に応じて、   

都道府県知事が判断することになる。  

3 高度医療の適切な実施について  

株式会社から特区における高度医療を提供する病院等の開設について相談が   

あった場合には、当該病院等において提供する医療の内容に応じて、高度医療   

の適切な提供に向け、薬事法（昭和35年法律第145号）、遺伝子敵換え生   

物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律（平成15年法律   

第97号）、「ヒトゲノム・遺伝子解析研究等に関する倫理指針」（平成13年   

文部科学省・厚生労働省・経済産業省告示第1号）、「遺伝子治療臨床研究に   

関する指針J（平成14年文部科学省・厚生労働省告示第1号）、「臨床研究に   

関する倫理指針」（平成15年厚生労働省告示第255号）等の関連法令及び  

「精子・卵子・胚の提供等による生殖補助医療制度の整備に関する報告書」（平   

成15年4月厚生科学書議会生殖補助医療部会）等の関係書議会の報告書など   

関係する情報の提供に努められたい。  
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五
年
厚
生
労
働
者
令
茅
五
十
八
号
）
の
一
都
 
 

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
．
 
 

茅
五
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、
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四
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す
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厚
生
労
個
省
令
貫
首
四
十
色
号
 
 

構
造
改
革
特
別
区
犠
法
の
一
課
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
六
年
法
律
第
六
十
き
の
施
行
に
伴
い
、
厚
生
労
空
l
 
 

関
係
檎
遁
改
革
特
別
区
城
島
施
行
規
則
及
び
厚
生
労
働
省
関
係
構
造
改
革
特
別
区
域
珪
素
二
条
呆
三
項
に
規
定
す
る
香
 
 

合
の
持
田
に
関
す
る
拝
ま
及
び
モ
の
雇
用
を
受
け
る
特
定
事
業
室
定
ち
る
省
令
空
曹
義
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
 
 

に
 

空
墓
温
室
已
尾
辻
意
見
 
 

ハ
年
九
月
三
吉
 
 

厚
生
労
働
省
由
療
構
造
改
革
疇
別
区
域
法
施
行
規
則
及
び
厚
生
労
旬
曹
関
係
横
道
改
革
特
別
区
竣
謹
窟
±
条
東
 
 

三
項
に
規
定
す
る
省
令
の
特
例
に
堅
，
る
括
t
及
び
モ
の
葦
用
壬
生
け
る
特
定
書
芸
妄
定
め
る
今
寺
の
一
瓢
を
 
 

へ
狂
犬
荊
予
防
法
拡
抒
規
細
長
善
用
す
る
場
合
の
読
替
え
等
）
．
 

き
こ
集
 
注
別
表
茅
十
三
号
の
市
町
村
ヒ
よ
る
狂
犬
病
予
防
貞
在
村
豪
産
に
つ
い
て
の
狂
犬
病
予
防
法
施
行
規
則
 
 
 

（
昭
和
二
十
五
年
厚
生
釜
台
東
去
十
こ
号
）
の
規
定
の
連
用
に
つ
い
て
は
、
何
台
第
十
由
条
中
一
汝
某
六
条
軍
一
 
 
 

き
と
あ
る
の
は
雇
連
牧
羊
特
別
区
墳
法
（
平
成
十
四
年
法
律
衰
宮
入
十
九
号
）
第
二
十
三
条
寅
〓
項
わ
療
衰
 
 
 

に
上
D
読
み
替
え
て
善
用
さ
れ
る
法
誇
大
粂
軍
一
項
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と
、
河
合
男
十
王
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中
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珪
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六
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へ
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十
入
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に
為
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争
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む
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あ
る
の
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享
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茅
六
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き
と
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向
合
別
記
級
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窯
大
 
 

中
壷
鞘
奇
算
哲
と
あ
る
の
は
毒
早
耳
空
と
す
る
．
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前
項
の
場
合
に
も
い
て
、
狂
犬
病
予
防
睦
施
行
規
則
別
た
緩
式
第
一
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、
別
記
線
式
の
と
怠
り
と
す
る
．
 
 
 

附
則
の
次
に
次
の
柱
式
を
加
え
る
．
 
 
 

寧
毒
 
法
鼻
十
八
重
素
五
項
の
規
定
に
上
り
行
う
こ
と
が
で
き
る
広
告
は
、
医
良
法
施
行
規
則
毒
和
こ
十
三
年
 
 
 

厚
生
富
合
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五
十
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十
〓
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各
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す
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広
告
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方
珪
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崩
す
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に
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内
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定
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行
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す
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方
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す
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喜
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－
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萎
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び
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票
蒜
蕃
に
は
、
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属
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の
庁
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る
．
 
 
 



甚   

こ
の
警
芸
警
手
皇
昆
、
模
造
故
意
森
別
区
域
法
案
二
十
三
条
に
規
定
す
る
狂
犬
病
予
防
法
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特
 
 

例
と
し
て
狂
犬
病
予
防
真
の
事
務
を
行
う
着
で
、
モ
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関
係
条
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次
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お
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あ
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宣
す
．
 
 

植
遥
改
革
鱒
別
区
域
痘
彦
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い
 
 

第
二
十
三
条
 
市
町
村
（
地
域
保
健
法
義
和
二
十
二
年
法
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塵
言
二
号
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算
五
条
第
一
項
の
規
定
に
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づ
く
政
令
で
定
め
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市
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除
く
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こ
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粂
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別
表
声
十
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．
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革
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別
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防
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狂
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村
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獣
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病
予
防
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を
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嘉
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音
に
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る
事
務
量
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わ
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こ
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で
き
る
．
 
 

2
 
狂
犬
病
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防
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免
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粂
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台
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．
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う
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事
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造
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別
区
竣
法
第
二
条
第
三
項
に
競
走
す
る
省
令
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の
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用
を
受
け
る
特
定
事
業
量
定
め
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省
令
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成
十
五
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厚
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令
第
百
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十
こ
号
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う
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正
す
る
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算
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期
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及
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平成16年9月30日 木曜日  （号外第217号）  

0
厚
生
岩
魚
省
令
貫
首
四
十
五
号
 
 
 

構
造
改
革
特
別
区
域
法
（
平
成
十
四
年
法
徴
募
百
八
十
九
号
）
募
十
八
条
寛
一
項
軍
享
の
規
定
に
基
づ
き
、
構
迄
 
 

改
革
格
別
区
域
法
泉
十
八
条
寛
－
項
ヒ
規
定
す
る
高
度
医
療
の
法
度
を
行
う
病
院
又
は
診
撞
所
の
構
造
設
腐
、
そ
の
有
 
 

す
る
人
員
辱
に
関
す
る
基
準
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
．
 
 
 

厚
生
労
働
大
臣
 
鳥
辻
 
芳
久
 
 

平
成
十
六
年
九
月
三
十
8
 
 

構
造
改
革
繚
別
区
域
法
茅
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
高
度
医
療
の
捷
供
を
行
う
病
臨
又
は
鯵
虔
所
の
構
造
役
 
 

傭
、
モ
の
有
す
る
人
員
等
に
関
す
る
基
準
 
 
 

へ
特
放
な
放
射
性
同
位
元
奔
を
用
け
て
苛
つ
尾
篭
手
放
封
断
層
杜
影
隻
電
専
に
よ
る
両
性
診
断
に
喝
す
る
碁
彗
 
 

房
一
兵
 
構
造
改
革
特
別
区
域
洩
（
以
下
r
法
J
と
い
う
J
茅
十
八
森
芳
一
項
の
規
定
に
よ
り
医
療
法
（
昭
和
二
十
三
 
 

幸
法
縁
茅
五
十
号
）
責
七
条
芳
一
項
の
許
可
を
受
け
て
株
式
会
社
が
悶
殻
す
る
宗
族
又
は
鯵
痘
所
（
以
下
戻
式
会
 
 

社
相
投
済
陵
辱
J
と
い
う
．
）
が
高
度
筐
綬
の
う
ち
特
殊
な
放
射
性
向
位
元
素
壱
用
い
て
行
う
陽
電
子
放
射
断
層
捜
影
 
 

墓
‡
等
に
よ
る
膏
像
診
断
（
以
下
こ
の
条
ヒ
会
い
て
r
高
度
画
像
診
断
」
と
い
う
J
を
行
う
場
合
の
基
準
は
、
次
の
 
 

各
号
に
掲
げ
る
と
去
り
と
す
る
．
 
 

一
高
度
画
像
診
断
に
焼
し
、
必
要
な
専
門
的
知
韓
及
び
荏
験
を
有
す
る
常
勤
の
医
師
l
名
以
上
を
匿
い
て
い
る
こ
 
 

と
．
 
 

〓
 
高
度
画
像
診
断
に
閲
し
、
必
要
な
震
円
的
知
戦
友
び
農
産
妄
有
す
る
禽
萄
の
診
療
放
射
議
毒
師
〓
勺
以
上
を
覆
 
 

い
て
い
る
こ
と
．
 
 

三
 
陸
電
子
放
射
断
層
撮
影
鼓
置
モ
の
他
市
産
琶
傲
診
断
を
美
方
す
る
た
め
に
必
要
な
設
備
（
次
号
に
規
定
す
る
も
 
 
 

の
を
捻
く
J
を
備
え
て
い
る
こ
と
．
 
 
 

四
・
高
度
画
像
診
療
ヒ
用
い
る
放
射
性
同
笹
刀
乗
モ
の
他
の
高
度
簡
傲
診
断
を
実
施
す
る
た
め
に
捨
に
必
貢
な
物
質
 
 
 

（
以
下
こ
の
号
に
台
い
て
r
任
用
元
素
専
」
と
い
う
J
を
製
造
す
る
た
め
に
必
葬
な
設
∬
及
び
製
造
の
方
法
さ
豆
 
 
 

鼓
し
た
文
‡
モ
償
え
て
い
る
こ
と
、
又
は
地
中
翠
か
ら
安
定
的
ヒ
長
月
元
素
専
の
供
給
を
受
け
ろ
こ
と
が
で
き
る
 
 
 

る
再
生
広
兼
へ
以
下
こ
の
条
に
会
い
て
「
高
度
再
生
匿
彗
と
い
う
．
）
を
行
う
場
合
の
基
準
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
 
 

る
と
ぉ
り
と
す
る
．
 
 

一
茶
度
再
生
医
療
に
閲
し
、
必
要
な
専
門
的
知
繊
及
び
葺
負
を
有
す
る
常
勤
の
医
師
一
名
以
上
を
置
い
て
l
l
る
こ
 
 
 

と
．
 
 

二
 
条
細
胞
の
分
煙
、
保
存
等
を
行
う
羞
覆
モ
の
他
の
高
度
再
生
匿
．
擾
を
集
束
す
る
た
め
に
必
要
な
投
昏
（
次
号
に
 
 
 

規
定
す
る
も
の
壱
除
く
．
）
を
併
え
て
い
る
こ
と
．
 
 

三
 
高
度
再
生
医
療
に
用
い
る
細
胞
そ
の
他
の
高
度
再
生
圧
衰
を
実
施
す
る
た
め
に
特
に
必
要
な
物
質
（
以
下
こ
の
 
 
 

号
に
畠
い
て
r
使
用
権
盛
等
し
と
い
う
J
を
培
養
蓋
し
く
は
製
造
す
る
た
め
に
必
要
な
設
備
及
び
培
重
要
し
く
は
 
 

製
造
の
方
法
を
記
厳
し
た
文
‡
壱
備
え
て
い
至
J
と
、
又
は
他
の
着
か
ら
安
定
的
に
使
用
濁
点
辱
め
供
給
を
受
け
 
 
 

る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
．
 
 

1
一
－
・
．
い
け
 
 

－
ヾ
・
ト
1
 
 
 

四
 
高
度
再
生
医
考
ヒ
係
る
連
帯
に
関
す
る
専
門
家
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
ろ
倫
理
字
査
垂
鼻
全
量
置
い
て
い
る
こ
 
 

と
．
 
 

五
点
者
に
対
す
る
説
明
及
び
患
者
の
同
意
に
係
る
手
順
を
記
宜
し
た
文
書
が
作
成
き
れ
て
い
る
こ
と
．
 
 
 

（
防
が
ん
及
び
先
天
性
免
皮
不
全
症
億
事
の
患
者
ヒ
対
す
る
選
伝
チ
治
癒
に
現
す
る
基
準
）
 
 

票
三
島
株
式
会
社
＃
没
粛
院
等
が
高
度
医
者
の
う
ち
辟
が
ん
及
び
先
天
性
免
疫
不
全
症
候
弄
の
患
者
に
対
す
違
長
 
 

子
治
産
（
以
下
こ
の
粂
に
票
て
一
高
虔
茸
伝
子
冶
穿
と
い
う
．
言
行
う
場
合
の
基
準
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
 
 
 

と
怠
り
と
す
る
．
 
 

一
高
度
遺
伝
子
治
喪
に
閲
し
、
堂
左
専
門
的
知
鼓
及
び
葦
警
暮
す
る
常
劫
町
医
師
言
以
上
を
雷
て
い
る
 
 

こ
と
．
 
 

二
連
伝
チ
壱
導
入
す
る
た
め
の
装
置
そ
の
他
の
高
度
温
房
子
治
涙
を
実
施
す
る
た
め
に
誓
言
設
備
茨
号
に
規
 
 
 

定
す
る
も
の
を
届
く
．
）
を
居
え
て
い
る
こ
と
．
 
 

三
高
度
遺
伝
子
治
産
た
用
い
る
遺
伝
子
そ
の
他
の
高
良
遺
伝
子
治
零
墨
毒
す
る
た
め
に
特
に
空
言
物
質
へ
以
 
 
 

下
こ
の
号
に
ぉ
い
て
雇
用
逢
伝
手
写
J
と
い
う
・
〉
を
認
換
え
若
し
く
は
製
造
す
る
た
め
に
必
要
な
設
備
及
び
鼠
 
 
換
え
若
し
く
は
製
造
の
方
法
を
記
載
し
た
文
書
を
備
え
て
い
る
こ
と
．
又
は
他
の
青
か
ら
安
定
的
に
長
月
遺
伝
子
 
 
 

等
の
供
給
を
受
け
る
こ
と
が
で
曹
る
こ
と
．
 
 
 

四
 
再
度
遺
伝
子
治
療
に
係
る
短
縮
に
塁
，
る
専
門
家
ヒ
よ
っ
て
撞
成
さ
れ
ろ
倫
彗
星
重
畳
芸
濃
い
て
い
る
こ
 
 

と
．
 
 

五
 
患
者
に
対
す
る
鋭
痍
及
び
患
者
の
同
意
に
係
る
手
原
を
記
載
し
た
文
書
が
作
成
喜
れ
て
い
る
こ
と
．
 
 
 

る
こ
と
．
 
 

二
衰
菌
専
、
高
度
な
レ
ー
ザ
ー
男
射
差
置
モ
の
他
の
高
度
美
容
外
科
医
寧
差
施
す
ろ
た
め
に
必
要
な
設
備
〈
次
 
 
 

号
に
規
定
す
る
も
の
を
除
く
．
〓
等
価
え
て
い
る
こ
と
．
 
 

三
細
胞
そ
の
他
の
高
度
兵
舎
外
科
医
凄
を
奏
法
す
る
た
め
に
特
に
至
芸
物
質
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
雇
用
 
 
 

物
質
】
と
い
う
．
）
を
用
い
る
こ
と
を
必
要
と
す
る
高
畠
美
容
外
科
医
疲
壷
行
う
壊
合
に
あ
っ
て
は
、
使
用
物
質
盲
 
 
 

培
養
善
し
く
芸
苧
夏
め
に
必
至
投
膚
及
び
聖
書
し
く
は
裏
道
の
方
誓
呈
し
た
文
事
壱
償
え
て
け
 
 
 

る
こ
と
、
又
ほ
他
の
青
か
ら
安
定
的
に
使
用
物
質
の
供
給
を
受
け
る
こ
と
が
で
普
る
こ
と
．
 
 
 

匹
 
患
者
に
対
す
る
説
明
及
び
重
石
同
意
に
係
る
手
隠
者
記
表
し
た
文
書
が
作
成
富
れ
て
い
る
こ
と
．
 
 
 

（
提
供
着
手
に
よ
る
体
外
受
精
に
廃
す
る
重
苦
 
 

帯
五
条
抹
重
量
開
設
病
院
等
が
帯
皮
医
療
の
ラ
ち
提
供
清
子
に
よ
古
体
外
受
幕
（
以
下
こ
の
粂
に
お
い
て
京
度
 
 

体
外
空
清
産
声
と
い
う
・
言
守
フ
場
合
の
基
準
は
、
▼
次
の
各
号
に
繹
げ
ろ
と
お
り
と
す
モ
 
 

ー
苗
度
体
外
受
精
医
療
ヒ
虚
し
、
必
要
な
専
門
的
知
鶏
及
び
荏
撃
て
重
～
る
常
勤
の
医
師
一
名
臥
圭
電
覆
い
て
い
 
 

嵩
虞
な
技
響
℡
用
い
て
守
っ
乗
客
外
科
医
短
ヒ
臨
す
ろ
基
準
）
 
 

雷
魚
抹
重
森
星
屑
院
専
が
高
度
霊
の
う
ち
衰
莞
技
警
用
い
て
行
う
馨
外
富
痘
二
苧
こ
の
粂
に
－
 
 

8
 
 

5
 
 

会
い
て
r
高
度
乗
客
外
酔
医
穿
と
い
う
・
）
萱
守
っ
埴
含
の
基
準
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
．
 
 
 

一
高
度
美
容
外
科
医
療
に
閏
し
、
必
異
な
専
門
的
知
鶴
及
び
蓋
空
音
す
る
常
勤
の
医
師
言
以
上
を
置
い
て
い
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
■
 
 

こ  玉  田三＝二  
る
こ
と
．
 
 

産
卵
量
、
移
植
宣
モ
の
他
の
高
度
体
外
受
精
医
療
壱
実
塙
す
ろ
た
め
に
必
要
な
義
塩
左
右
す
る
こ
と
．
 
 

無
音
鱒
ふ
卵
著
そ
の
他
の
高
度
葎
外
受
精
医
療
を
実
施
す
る
た
め
に
必
要
な
毀
寧
違
え
て
い
る
こ
と
．
 
 

高
度
体
外
受
諾
医
疾
に
係
る
技
術
に
関
す
る
専
門
家
た
よ
っ
て
構
成
さ
れ
ろ
倫
理
審
査
季
長
会
を
置
い
て
い
る
 
 

こ
と
．
 
 

患
者
ヒ
対
す
る
悦
明
及
び
患
者
の
同
意
に
係
皇
・
職
を
記
載
し
た
文
書
が
作
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
．
 
 
 

職
 
則
 
 

の
省
令
は
、
平
て
∴
大
牢
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
．
 
 
 

丁聯  



報  平成16年9月30日 木曜日   官  第3945号  

○
厚
生
労
働
者
喜
未
夢
三
三
八
十
二
号
 
 
 

構
造
改
革
特
別
区
域
法
へ
平
成
十
四
年
法
廷
妄
言
八
十
 
 

九
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
桟
造
改
革
 
 

特
別
区
域
法
嘉
十
八
粂
第
一
項
に
規
定
す
る
高
度
な
医
轟
 
 

に
関
す
る
指
針
を
次
の
よ
う
に
定
め
、
平
成
十
大
年
十
月
 
 

一
日
か
ら
適
用
す
る
こ
と
と
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
 
 

規
定
に
よ
り
公
表
す
る
．
 
 
 

平
成
十
六
年
九
冬
二
十
日
 
 

厚
生
労
働
大
臣
 
尾
辻
 
秀
久
 
 

構
造
改
革
韓
別
区
域
法
簑
十
八
森
第
l
項
に
急
定
 
 

す
る
高
度
な
医
療
に
関
す
る
指
針
 
 

桟
道
改
革
特
別
区
域
法
妄
十
八
条
箋
一
項
に
規
定
す
る
 
 

厚
生
労
働
大
臣
が
凄
め
る
指
針
に
連
合
す
る
高
喪
な
医
痘
 
 

は
．
病
院
又
は
診
療
所
の
構
造
設
嘩
そ
の
有
す
る
人
員
 
 

等
に
関
す
る
基
準
が
、
模
造
改
革
特
別
区
域
法
衰
十
八
粂
 
 

第
l
項
に
規
定
す
る
高
度
医
虔
の
提
供
を
行
う
病
院
又
は
 
 

診
療
所
の
溝
造
設
備
、
．
そ
の
有
す
る
人
員
等
に
関
す
る
基
 
 

準
（
平
成
十
六
年
厚
生
労
倒
脊
令
第
盲
四
十
五
号
）
に
規
 
 

定
さ
れ
て
い
る
医
療
そ
の
他
高
度
な
技
術
を
用
い
て
行
う
 
 

倫
理
上
及
び
安
全
上
問
題
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
医
豪
で
 
 

あ
っ
て
、
次
の
各
号
の
・
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
と
す
 
 

る
．
 
 

一
括
殊
な
放
射
性
同
位
元
素
を
用
い
て
牢
つ
陽
電
子
放
 
 
 

射
新
屋
撮
影
蓑
定
等
に
よ
る
画
像
診
断
 
 

二
窮
髄
損
傷
の
曇
罠
対
す
る
神
簑
甜
胞
の
再
生
及
び
 
 
 

移
植
に
よ
る
再
生
医
療
 
 

三
 
肺
が
ん
及
び
先
天
性
免
疫
不
全
症
侯
詳
の
曇
罠
対
 
 
 

す
る
連
伝
子
治
療
 
 

四
 
高
度
な
技
術
を
用
い
て
行
う
美
容
外
科
医
濠
 
 

玉
 
堤
侯
諸
子
に
よ
る
体
外
受
渚
 
 

六
 
そ
の
他
前
各
号
に
掲
げ
る
医
凍
に
類
す
る
医
療
 
 

ー159－   



7．地 域 医 療 支 援 病 院 一 覧  

（平成21年9月30日現在）  

都道府県名   医療機関名   病床数（床）  承認年月日  二次医療圏名   

l  北海道  函館市医師会病院   240  平成11年3月18日  南渡島医鷹野   

北海道  旭川赤十字病院   657  平成16年5月17日  上川中醜医療圏   

3  北海道  北見赤十字ホ院   680  平成17年4月28日  北網療圏   

4  北海道  札幌社会保険総合病院   276  平成18年10月3日  札幌医療圏   

5  書森県  八戸市立市民病院   584  平成14年11月29日  八戸医療■   

6  書轟県  独立行政法人労働者健康福祉機構書森労災病院   474  平成16年9月22日  八戸医療圏   

岩手県  岩手県立中央病院   685  平成19年7月18日  盛岡医療圏   

8  宮城県  財団法人仙台市医ホセンター仙台オープン病院   330   平成10年9月1日  仙台医■圏   

9  宮城欄  仙台厚生病院   383  平成川年11月14日  仙台医■■   

10  宮城県  みやぎ県胃中核病院   300  平成16年11月19日  仙南医■潤   

皿  宮城県  独立行政法人国立病院機構仙台医療センター   698  平成‖年11月25日  仙台医療■   

12  宮城県  宮城県立こどもホ院   160  平成18年11月15日  仙台医療叩   

13  宮城県  東北厚生年金病院   466  平成柑年11月15日  仙台医■■   

14  宮城欄  財団法人宮城厚生協会坂総合病院   35丁  平成19年12月25日  仙台匿■曲   

15  宮城県  石巻赤十字病院   392  平成20年5月23日  石巻匡■■   

16  秋田県  秋田県成人ホ医療センター   127  平成12年2月23日  秋田周辺層療叩   

17  秋田県  能代山本医師壊病侯   200  平成12年2月23日  能代・山本医ホ蘭   

18  山形県  山形市立病院濱生館   585  平成15年‖月25日  村山医♯■   

19  山形県  ■岡市立荘内示院   520  平成20年12月柑日  庄内匿■■   

20  一▲－・二  財団法人竹田縁台病院   1．097  平成14年2月22日  会議医療■   

21  福島県  労★者健鷹橿祉機構福島労災病院   428  平成15年5月18日  いわき医■■   

22  福島県  財団法人脳神経疾患研究所相見総合南東北ホ院   430   平成18年3月1日  県中匿■円   

23  福島県  財出法人星総合病院   4舶  平成柑年3月30日  県中臣■■I   

24  福島県  財団法人 大原縮合病院   429  平成20年9月26日  県北医■l鴨   

25  福■県  北福■医膚センター   226   平成21年9月88  県北医ホ■   

26  福島県  いわき市立稔合磐城共立ホ院   889   平成21年9月8日  いわき匡■■   

27  茨城県  筑波メディカルセンター加味   硯  平成11年3月25日  つくば匡■■   

28  茨城県  独立行政法人音立病院機構水戸医■センター   500  平成柑年8月‖日  水戸医■■   

29  茨城県  取手北相馬保健医■センター医師会病焼   215  平成18年8月11日  取手■tケl■匡■■   

30  茨城県  独立行政法人国立病院機欄茨城★病院   428  平成19年丁月13日  ★■太田・ひたちなか層欄■   

31  茨城県  水戸済生会総合ホ院   引3  平成20年5月30日  水戸長女圏   

32  茨城れ  独立行政法人国立病院機構 霞ケ浦医■センター   250  平成20年5月30日  土浦医療■   

33  茨城県  総合病院取手協同病院   ヰ14  平成20年5月30日  取手・tケヰ医■■   

34  栃木県  佐野医腐会病院   153  平成12年3月24日  両毛医療州   

35  栃木県  大田原赤十字病院   558  平成柑年12月川日  れ北医兼用   

36  栃木県  独立行政法人国立ホ院機構栃木病院   462  平成21年6月12日  県東・央保健医■圏   

37  群馬県  社団法人伊勢崎佐波医師会病焼   255   平成11年6月1日  伊勢崎佐波医膚Ⅷ   

38  群馬れ  前積赤十字病焼   592  平成13年12月27日  前積医膚Ⅷ   

39  群馬県  独立行政法人国立病院機構高嶋病院   4引   平成け年2月28日  高ヰ・安中医療圏   

40  亡⊂ ∴．  医療法人社団日高会噌高ホ院   259   平成17年4月1日  高崎・安中医■冊   

41  群馬県  公立靂岡総合ホ院   395   平成18年4月1日  藤岡医■胃   

42  群馬れ  群馬県立心慮血書センター   240  平成19年10月25日  』以 ＝二 ∴   

43  こf「  社会福祉法人恩賜財団済生会支部群馬県済生会前橋病偏   337  平成21年3月31日  竹林匡点骨   

朝  埼玉れ  埼玉県立小児医療センター   300  平成10年10月1日  中央保健医療■   

45  埼玉れ  社団法人東松山医師会ホ院   269  平成14年2月18日  比企保健医■圏   

48  埼玉れ  北里研或所メディカルセンター病院   ヰ40  平成15年7月29日  中央保健医■■   

47  埼玉県  医療法人財団石心金鉄山病院   349  平成16年7月28日  西部第一保健匡■1  
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埼玉県  医療法人牡幸全行田総合病院   408  平成16年11月5日  利根保健医療用   

埼玉県  社会福祉法人恩賜財団済生会埼玉県済生会栗橋病院   314  平成19年8月1丁日  利根保健医療圏   

埼玉県  深谷赤十字病院   508  平成19年8月17日  大里保健医療圏   

埼玉県  独立行政法人国立病院機構埼玉病院   350  平成19年11月2日  西部第一保健医療圏   

埼玉県  社会福祉法人恩賜財団済生会埼玉県済生会川口総合病院   4∝）  平成20年8月29日  中央保健医療圏   

埼玉県  埼玉県立循環器・呼吸器病センター   319  平成21年1月30日  大里保健医療lヨ   

干葉県  医療法人鉄蕉会亀田総合病院   862  平成16年12月20日  安房医療圏   

千葉県  干葉県こども病院   203  平成16年12月24日  千葉医療匿   

千葉県  成田赤十字病院   719  平成柑年8月30日  印旛山武医療圏   

千葉県  独立行政法人労働者健康福祉機構干葉労災病院   4（氾  平成19年3月30日  市原保健医療局   

千葉県  独立行政法人国立病院機構千葉医療センター   455  平成20年6月23日  干葉医療㈱   

東京都  （財）東京都保健医療公社多♯南部地域病院   318  平成10年9月4日  南多＃医療圏   

東京揚  （財）東京都保健医＃公社東部地域病院   313  平成10年9月4日  区東北部医療圏   

東京都  医療法人財団河北総合病院   315   平成18年5月9日  区西部医療l丑   

東京都  日本赤十字社東京♯支部武蔵野赤十字病院   611   平成18年5月9日  北多摩南部医療圏   

東京都  財団法人日本心臓血圧研究搬興会附属榊原妃念病院   320   平成18年5月9日  北多摩南部医療圏   

東京♯  財団法人東京都保健医療公社多摩北部医療センター   344   平成18年5月9日  北多摩北部医療圏   

東京都  国家公務員共済組合連合会立川病院   500  平成20年7月23日  北多摩西部医療圏   

東京都  独立行政法人国立病院機構災害眉療センター   455  平成20年7月23日  北多摩西部医療圏   

神奈川県  藤沢市民病院   536  平成12年4月21日  湘南東部医療l塑   

神奈川県  恩賜財団済生会横浜市南部病院   5∝）  平成15年9月29日  横浜南部医療圏   

神奈川県  国家公務員共済組合連合会平塚共済病院   489  平成15年10月6日  湘南西部医療圏   

神奈川県  神奈川県厚生農業協同組合連合会相模原協同病院   437  平成15年10月24日  相模原医療圏   

神奈川県  国手公務員共済組合連合会総合病院横須賀共済病院   735  平成16年3月31日  横須賀・三浦医療圏   

神奈川県  神奈川県立こども医療センター   419  平成16年11月8日  横浜南部医療周   

神奈川県  財団法人神奈川県警友会けいゆう病院   410  平成16年11月8日  横浜西部医療應   

神奈川県  横須文市立市民病院   482  平成18年9月21日  横須賀・三浦医療圏   

神奈川県  横浜市立市民病院   650  平成18年9月22日  横浜西部医療圏   

神奈川県  独立行政法人労働者健康福祉機構関東労災病院   610  平成18年9月27日  川崎南部医療圏   

神奈川県  公立大学法人横浜市立大学附属市民お合医療センター   720  平成19年9月26日  横浜南部医療匿   

神奈川県  独立行政法人労働者健康福祉機構横浜労災病院   650  平成19年9月26日  横浜北部医療圏   

神奈川県  独立行政法人国立病院機構横浜医療センター   552  平成19年9月26日  横浜西部医療圏   

神奈川県  医療法人社団ジャパンメディカルアライアンス海老名総合病院   469  平成20年2月2丁日  県央医療lヨ   

神奈川県  恩賜財団済生会横浜市東部病院   554  平成20年9月24日  横浜北部医療聞   

神奈川県  神奈川県立循環器呼吸器病センター   239  平成20年9月24日  横浜南部優欄圏   

神奈川県  横浜市立みなと赤十字病院   634  平成21年2月23日  横浜南部医療圏   

新潟県  済生会新潟第二病院   42丁  平成14年8月27日  新潟医療圏   

新潟県  新潟市民病院   660  平成19年10月31日  新潟医療圏   

新潟県  独立行政法人労働者健康福祉機構新潟労災病院   361   平成20年5月14日  上越医療圏   

新潟欄  新潟欄立新発田病院   478  平成20年5月14日  下越医療圏   

新潟県  独立行政法人労働者健康福祉機構燕労災病院   300  平成21年7月29日  県央医療圏   

富山県  宮山市立青山市民病院   626  平成20年10月3日  富山医療圏   

古山県  古山県立中央病院   765  平成21年7月23日  吉山医療圏   

石川県  独立行政法人国立病院機構金沢医療センター   650   平成20年4月1日  石川中央医療噛   

福井県  福井県済生会病院   466  平成16年3月29日  福井・坂井医療圏   

福＃儒  福井県立病院   1082  平成19年6月11日  福井・坂井医療圏   

福井県  福井赤十字病院   616  平成19年6月11日  福井・坂井医療圏  
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95  檀井れ  医療法人福井心臓血圧センター   柑9  平成21年3月31日  福井・坂井医■鷹   

96  長野県  社会医■法人慈泉会相澤病院   471   平成13年8月2日  松本医■圏   

9丁  長野県  独立行政法人国立病院機構長野病院   416  平成川年11月14日  上小医療廣   

98  長野れ  諏肪赤＋字病院   425  平成14年11月14日  諏妨医書恥   

錮  長野県  長野赤十字病院   655   平成15年8月5日  長野医汝薗   

100  長野県  瀬田市立病院   403  平成16年7月30日  飯伊医療触   

101  岐阜県  岐阜市民病院   609   平成19年2月9日  岐阜医療蓼   

102  岐阜県  社会医療法人厚生会 木沢記念病院   452  平成20年9月22日  ＝‥：＿■ ∴   

103  岐阜県  岐阜県総合医療センター   590  平成20年9月22日  岐阜医ホⅧ   

104  岐阜≠  岐阜赤十字病院   352   平成21年9月8日  ヒ＝ ニ＿  ∴   

105  岐阜県  岐阜県立多治見病院   681   平成21年9月8日  東濾医膚欄   

108  静岡県  静岡県立こども病院   279   平成21年4月1日  静岡医ホ蘭   

107  静岡県  県西節浜松医療センター   60¢  平成13年2月23日  西部医■膿   

108  －－’て  社会福祉法人聖隷福祉事業団総合病院聖♯湧超欄個   744  平成16年6月29日  西飾医療九   

109  幹同県  社会福祉法人聖隷福祉事業団総合ホ院聖織三方原痛快   874  平成16年6月Z9日  西部医オ℡   

110  静岡れ  静岡市立静岡病院   506  平成18年9月21日  静岡医療町   

静岡県  静岡県立総合病院   720   平成21年4月1日  ■ ご：＿ ∴   

112  ■・■乱  き召津市立ホ院   5（氾   平成20年7月8日  駿東田方医療圏   

113  静岡県  浜松赤十字ホ院   312  平成21年9月18日  西部匡正■   

‖4  愛知Ⅷ  名古屋第二赤十字病暁   812  平成1丁年9月30日  名古豊臣■■   

115  ≧∴貢l  名古屋第一赤十字病院   852  平成18年9月29日  名古慮ま療■   

116  i＝遥l  名古屋共立病l完   156  平成柑年9月29日  名古見医療1   

117  愛知県  社会保険中京病院   683  平成柑年9月29日  名古靂医療用   

118  愛知県  独立行政法人国立ホ院機僧名古屋医療センター   804  平成柑年9月26日  名古豊臣療¶   

1柑  費知県  名古屋城満会病院   662  平成19年9月26日  名古見区点む   

ほ○  愛知県  愛知県立循環登呼囁器病センター   286  平成柑年10月1日  尾張西部医療靂   

121  愛知県  名古屋紀念病焼   464  平成21年3月25日  名古見医■■   

122  愛知県  岡崎市民痍碗   650  平成21年9月11日  西三河甫群臣ホ圏   

123  三1県  厚生連♯鹿中央総合ホ院   460   平成16年3月8日  北勢保せ医膚欄   

124  三王県  厚生連松坂中央総合病院   440   平成16年3月8日  南勢志♯医療冊   

125  三王県  山田赤十字病院   655   平成16年3月8日  南勢志■医療】翳   

ほ6  三王県  恩賜財団済生会松阪総合病院   430  平成21年7月14巳  南勢志♯医療圏   

127  滋★県  大津赤十字ホI暁   824  平成15年6月26日  大津保健應欄Ⅷ   

128  滋賀県  大津市民病院   506  平成15年6月26日  大津保健医ホ圏   

129  滋賀県  済生会滋賀県病餞   393  平成21年6月17日  湖南保健医療且   

130  ：′」二  長浜赤十字病院   549  平成21年6月17日  湖北保健医療圏   

131  灘実県  近江八幡市立総合医療センター   407  平成21年6月17日  兼近江保健医療圏   

132  京都府  京都第二赤十字病院   680   平成18年4月1日  京都・乙訓医療圏   

133  京都府  京都第一赤十字病院   745  平成18年12月27日  京都・乙卿Il医療圏   

134  京都府  武田病院   300  平成18年12月2丁日  京無・乙訓医ホ圏   

135  京♯府  京無府立与謝の澹病院   295  平成18年12月27日  丹後医療圏   

136  京都府  独立行政法人国立病l亮機構京都医療センター   600  平成之0年8月柑日  東新・乙訓医療圏   

137  京都府  済生会京都府病院   350  平成20年8月19日  京都・乙訓医療圏   

138  京水府  独立行政法人国立病院機構舞ヰ医療センター   550  平成20年8月柑日  中丹医療圏   

139  京都府  京都市立病院   548   平成21年9月1日  京都・乙訓医療圏   

140  大阪府  医）橘会東住吉森本病院   329  平成15年2月28日  大阪市医療圏   

141  大阪府  社民）ペガサス馬場記念病院   392  平成15年2月288  堺市医頭声  
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川2  大阪府  ベルランド総合病院   522  平成20年11月21日  堺市医療t   

143  大阪府  社匡）愛亡金高槻病院   4丁7  平成17年12月28日  三▲医療圏   

川4  大阪府  宗）在日本儒けレスヒ●テ仰ンミッション淀川キリ加数病院   487  平成17年12月28日  大阪市医療圏   

145  大阪府  医療法人若弘会若草第一病院   230  平成18年12月28日  中河内医■l■   

川6  大阪府  厚生年金事業凛弗団大阪厚生年金病院   565  平成柑年12月28日  大阪市医療l■   

147  大阪府  府中痍暁   380  平成19年12月28日  泉州医■Ⅰ■   

148  大阪府  社団法人全国社会保険協会連合会呈ケ丘厚生年金病院   580  平成19年12月28日  北河内医療圏   

川9  大阪府  医療法人仙兼会 北摂綜含病院   平成20年11月21日  三■医療叩   

150  大阪府  地方独立行政法人大阪府立病院機れ 大阪府立急性期・総合医療センター   768  平成20年11月21日  大阪市医療圏   

151  大阪府  独立行政法人国立嘱院機構 大阪医療センター   698  平成20年11月21日  大阪市医療圏   

152  大阪府  独立行政法人国立病院機構 大阪南医療センター   520  平成20年11月21日  南河内医ホ圏   

153  長井県  兵ヰ県立淡路病院   452  平成13年10月22日  淡路医療兜   

154  兵庫県  神戸赤十字病院   310  平成19年3月2丁日  神戸医■圏   

155  兵ヰ県  社団法人明石医師会立明石医療センター   247  平成21年3月18日  兼播磨医療叩   

156  和歌山県  独立行政法人労♯者健康福祉機構和歌山労災病院   303  平成16年5月24日  和歌山医療■   

157  和歌山県  独立行政法人国立病院機構和歌山病l亮   375  平成18年6月12日  御坊医♯l■   

158  和歌山県  日本赤十字社和歌山医療センター   865  平成18年12月13日  和歌山医療圏   

159  和歌山県  独立行政法人国立病院機構南和歌山医■センター   316   平成柑年6月7日  田辺医療圏   

160  ■取県  独立行政法人労働者健康福祉機構山陰労災病院   383  平成20年7月15日  西静医療醜   

161  ■取れ  ■取赤十字病院   438  平成20年7月15日  東部医療圏   

162  ■取れ  ■取県立中央病院   431   平成21年7月28日  東部医療鵬   

163  島根県  益田地域医ホセンター医師会病院   343  平成10年10月30日  益日医療I書   

164  島根県  独立行政法人国立病院機構浜日医欄センター   354  平成17年12月22日  浜田医療欄   

165  島根県  松三工赤十字病院   丁30   平成19年2月6日  松江医■l■   

166  ▲椙県  益田赤十字病院   327   平成柑年8月了日  益田匡ホ鴨   

16丁  円山県  岡山中央病院   162  平成13年3月30日  県南東部医療圏   

168  岡山県  赤磐医師会病院   196   平成16年7月1日  県南素敵医膚欄   

16g  内山県  独立行政法人国立病院機欄周山医療センター   580  平成19年10月2日  県南稟節医療圏   

1TO  岡山県  独立行政法人労■l者健康福祉機構岡山労災病院   418  平成19年10月2日  県南東部医療用   

岡山県  心臓病センター榊原病院   243  平成19年10月2日  県南東部医療用   

172  岡山県  倉敷中央病院   1135  平成20年6月5日  県南西部医療圏   

173  広島県  呉市医師会病院   207  平成11年11月り日  呉医療欄   

174  広■県  三原市医師会病院   200  平成11年11月17日  尾三医療職   

175  広■県  厚生連鷹島総合病院   570  平成16年8月12日  広島西医■■   

り6  広▲県  独立行政法人国立病院機構福山医療センター   410  平成18年8月31日  福山・府中医療ね   

広島県  広島赤十字・原爆病院   666  平成19年8月2了日  広島医ホ圏   

178  広島県  県立広島病院   750  平成19年8月27日  広島医療圏   

179  広島県  独立行政法人国立病院機構呉医療センター   700  平成19年8月27日  呉医療圏   

180  広▲県  尾道市立市民病院   330  平成20年1月30日  尾三医■■   

181  広■県  厚生連尾道総合病院   442  平成20年2月20日  鳥三匡正lモ   

182  広▲県  広島市立広島市民病院   743  平成20年9月11日  広■医療欄   

183  広島県  広島市立安佐市民病院   527  平成20年9月11日  広島医ホ欄   

184  広ふ県  独立行政法人労働者健康福祉機構中国労災病暁   410  平成20年9月11日  呉医療圏   

185  広島県  国会公務員共済細合連合会 広島紀念病院   250  平成21年2月13日  広島医ホ圏   

186  広島県  国家公務員共済細合連合会 呉共済病院   440  平成21年8月12日  －L一＿∴   

187  広島県  独立行政法人国立病院機構東広島医療センター   481   平成21年8月12日  広島中央匿ホ圏   

188  広島県  福山市民病院   400  平成21年8月12日  福山・府中医療叩  
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189  山口れ  岩国市医療センター医師会病院   20l  平成10年12月21日  岩国医書昨   

柑0  山口県  徳山医師会病院   391   平成13年12月3日  月商医療圏   

柑1  山口県  独立行政法人国立病院機構岩国医療センター   580  平成20年4月30日  岩国医ホ圏   

柑2  山口県  独立行政法人労働者健康福祉機構 山口労災病院   313  平成21年4月30日  宇部・小野田医療圏   

193  徳島県  徳■赤十字病院   405  平成13年10月1日  南部Ⅰ医療圏   

柑4  徳島県  阿南医師会中央病院   240  平成13年10月1日  南部Ⅰ医療圏   

195  徳島県  徳島県立中央病院   500   平成18年3月6日  東部Ⅰ医療圏   

柑6  徳島県  徳島市民病l亮   339  平成20年11月27日  東部Ⅰ医療㈱   

柑7  香川県  医療法人財団大樹会総合病院回生病院   402  平成18年7月25日  申請保健医療瑠   

198  香川県  独立行政法人労働者健康福髄機構香川労災病偏   394  平成柑年7月24日  中譜保健医療圏   

199  香川県  高松赤十字病院   589  平成柑年11月22日  高松保せ医療用   

200  愛媛県  書多医師会病院   215  平成11年8月11日  八幡浜・大洲医療わ   

201  愛妹県  松山赤十字病院   745  平成17年5月23日  松山医療圏   

202  高知県  医療法人近森会 近森病院   338  平成15年2月25日  中央医ホl■   

203  高知県  高知赤十字病院   482  平成17年8月16日  中央医療圏   

204  高知県  高知県・高知市病l完企業田立高知医療センター   632  平成19年4月25日  中央医療l奮   

205  福岡県  宗像医師会病院   164  平成12年3月31日  宗像医療叩   

206  福間県  靭倉医師会病院   3∝）  平成ほ年3月31日  朝倉医療圏   

207  福岡県  糸島医師会病院   150  平成15年3月13日  福岡・糸島医療圏   

208  福岡県  独立行政法人国立病院機構九州医療センター   700  平成16年2月27日  福岡・糸■医療圏   

209  福岡県  社会保険小倉紀念病院   658   平成17年4月1日  北九州療内匿■l甘   

210  福岡県  薪日繊八幡紀念病偏   453   平成17年4月1日  北九州療内医療圏   

211  福岡県  戸畑共立病l完   199   平成17年4月1日  北九州■内医療圏   

212  福岡県  飯塚病院   1116  平成17年4月1日  腰塚療内医療圏   

213  －J・て■  公立学校共腐棚含九州中央病院   330   平成18年4月1日  福岡・糸■医ホ圏   

214  福岡県  福岡市立こども病院・感染症センター   214   平成柑年9月1日  福岡・糸島医療圏   

215  福岡県  独立行政法人国立病院機構福岡東医膚センター   591   平成柑年4月柑日  粕屋匿頭声   

216  確岡県  福岡大学筑巣病傾   345  平成19年4月19日  筑紫医療圏   

217  福岡県  九州厚生年金ホ院   575  平成19年4月19日  北九州医療圏   

218  橿岡県  独立行政法人四立病院機構小倉病焼   400   平成20年4月1日  北九州医■圏   

219  福岡県  医療法人徳洲会福岡徳洲全病院   600   平成20年4月1日  筑紫医療圏   

220  福岡県  聖マリア病院   1354  平成20年4月1日  久留米医療■   

221  福岡県  国家公務員共済個合連合会浜の町病暁   520   平成21年4月1日  福岡・糸島医療圏   

222  福岡県  独立行政法人労働者健康福祉機構九州労災病院   535   平成21年4月1日  北九州医療■   

223  福周県  財団法人健和会健和会大手町病院   838   平成21年4月1日  北九州医療圏   

224  佐賀県  佐賀県立病暁好生館   541   平成16年11月1Ⅰ］  中部区点カ   

225  佐書県  独立行政法人国立ホ院機構嬢野医療センター   424  平成18年10月31日  南部保健医療圏   

226  佐半県  唐津赤十字病院   337  平成19年7月31日  北部保健医療曙   

227  長崎県  独立行政法人田立病院機構長噌医療センター   650  平成15年3月25日  県央医療界   

228  長崎県  長崎県島原病院   330  平成16年4月22日  県南匿頭肝   

229  長崎県  独立行政法人国立病院機構長噌川柳医療センター   254  平成16年6月28日  県央医療圏   

230  長崎県  長崎市立市民病院   414  平成1丁年10月1日  長嶋医療圏   

231  長崎県  医療法人白十字会佐せ保中央病院   312  平成20年2月22日  佐世保医療匪   

232  長崎県  健康保険鰊早総合病院   333  平成20年10月22日  県央医頭骨   

233  熊本県  天草地域医療センター   210  平成11年3月29日  天草医療匿   

234  熊本県  熊本地域医療センター   227  平成12年7月28日  熊本医療圏   

235  熊本県  独立行政法人国立病院機構熊本医療センター   550  平成14年3月28日  熊本医療圏  
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236  熊本県  健鷹保険人吉総合病院   274  平成17年10月12日  球慮医オ鷹   

237  熊本県  社会福祉法人恩賜財団済生会熊本病院   400  平成18年12月27日  熊本医療■   

238  熊本県  熊本労災病偏   410  平成20年1月21日  八代医♯1   

239  熊本≠  荒尾市民ホ院   274  平成21年7月28日  有明医療艶   

240  大分県  大分市医師会立アルメイダ病院   385  平成10年12月25日  中部医療圏   

241  大分県  臼杵市医師会立コスモス病院   202   平成12年7月1日  中部医♯曲   

242  大分県  医療法人敏和会大分岡病院   231   平成柑年10月5日  中部匡■圏   

243  大分県  独立行政法人国立病l亮機構別府医欄センター   550  平成18年10月5日  東部医ホ圏   

244  大分れ  大分県立病院   582  平成21年4月30日  中節医♯恥   

245  宮崎県  宮嶋市郡医師会病院   248  平成10年12月1日  宮嶋東諸県医療圏   

246  宮崎県  都城市郡医師会病院   166  平成13年1月10日  赤城北精県医療葛   

247  宮崎県  県立延岡病院   460  平成18年11月28日  北部医膚欄   

248  宮崎県  苦吟社会保険病院   269  平成18年11月28日  官ヰ東鶉県医膚欄   

249  宮崎県  独立行政法人国立病院機構都城病院   307   平成21年3月2丁日  龍城北諸県医療圏   

250  鹿児島県  鹿児島市医師会病院   255  平成10年10月27日  鹿児島医療址   

251  虎児■県  川内市医師会立市民病院   220  平成11年1月31日  川薩医療圏   

252  鹿児島県  出水群医師会立阿久根市民病院   261   平成17年8月25日  出水医膚Ⅷ   

253  虎児よ県  ＃島市医師会医療センター   254  平成柑年2月28日  姶良医療圏   

254  鹿児島県  肝属郡医師会立病院   213  平成17年8月25日  肝霞医療圏   

255  鹿児■県  t於都医師会立病棟   203  平成柑年8月25日  曽於医療亜   

256  鹿児島県  南見病院   338  平成17年8月25日  鹿児島匿■圏   

257  鹿児■県  独立行政法人国立病院機構虎児■医療センター   370  平成18年2月28日  鹿児島医療圏   

258  鹿児島県  県民健ホプラザ鹿屋医療センター   186  平成18年9月12日  肝凧医療圏   

259  鹿児■県  県立大島病院   4（氾  平成19年8月31日  大島医療圏   

260  鹿児島県  独立行政法人国立病院機構指宿病院   271   平成20年3月25日  帝蓮医正閏   

175  平成21年3月31日  甫縫医膚儒   

261  鹿児島県  県立瞳南病院        262  沖縄県  医療法人仁愛 

金浦添総合病院   302  平成13年6月26日  南部保健医療声   

沖縄県  医療法人敬愛会中頭痍院   326  平成16年11月柑臼  中部保健医療覿   

沖沌県  沖縄県立中部病院   550  平成17年2月14日  中部保鍵医療遷   

沖縄県  （社）北部地区医師会病院   236  平成1丁年8月30日  北部保健医療圏   

沖縄県  匡♯法人友愛会1見城中央病院   356   平成18年9月4日  南部保健医療圏   

沖沌県  医療法人かりゆし会ハートライフホ院   300  平成柑年10月5日  中部保せ医ホ州  

6／6   

－165－   




